
 

 

 

 

 

２０２２ 

長崎県政検証結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年 9 月 26 日  

立憲民主党山梨県総支部連合会  



1 

 

長崎県政検証結果目次  

目 次 ・ ・・ ・・ ・ ・ ・・ ・・ ・ ・ ・・ ・・ ・ ・ ・・ Ｐ  1 

 

 

検 証 １ －①  新 型 コ ロナ 感染 対 策 ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ Ｐ  2 

 

 

検 証 １ －②  リ ニ ア 中央 新幹 線 事 業・ ・・ ・ ・ ・ ・ Ｐ 14 

 

 

検 証 １ －③  教 育 環 境 等 の充 実 （ ２５ 人 学 級 実 現） Ｐ 23 

 

 

検 証 １ －④  県 民 共 有 財 産の ブ ラ ッシ ュア ッ プ ・・ Ｐ 34 

 

 

検 証 １ －⑤  富 士 山 登山 鉄道 ・ ・ ・・ ・・ ・ ・ ・・ Ｐ 53 

 

 

検 証 １ －⑥  人 口 減 対策 ・男 女 共 同参 画社 会 実 現・ Ｐ 66 

 

 

検 証 １ －⑦  県 委 託 事業 の 契 約 ・ ・・ ・・ ・ ・ ・・ Ｐ 71 

 

 

検 証 ２    政 治 姿 勢 ・ ・・ ・ ・ ・・ ・・ ・ ・ ・・ Ｐ 75 



2 

 

長崎県政  検証１ -①  

（新型コロナ感染対策）  

 

 山梨県は、本 年９ 月１日現 在 で、人口１０ 万人あたりの

累計感染者数 が全国 の都道 府県 で上から ３３ 番目、同じ く

累 計 死 亡 者 数 が ３ ６ 番 目 と 感 染 者 数 や 死 亡 者 数 の 抑 制 と

いう点でのコ ロナ対策には 比較的 成功し た 県と言える。し

かし、その結果 をもたらした 主な要因は、医 療従事者の皆

様 の 奮 闘 や 県 民 の 皆 様 が ワ ク チ ン 接 種 や 各 般 の 感 染 対 策

に取り組んで いただいたお かげで あって、長崎 知事が主 導

した県の対策 には、以下のよ うな問題があ った と指摘せ ざ

るを得ない。  

 

１ ． 新 型コ ロナ 対 策 ：「 新 山梨 方 式 」に つい て  

 長 崎 知 事 は 新 型 コ ロ ナ の 第 ６ 波 の 最 中 で あ る 本 年 ２ 月

１７日の知事 臨時記者会見 で 、学校などで 感染者が出た 場

合、クラスを学 級閉鎖し、クラ スメイト全員 や合同授業な

ど で 接 触 の あ っ た す べ て の 生 徒 児 童 の 検 査 を 行 う と す る

「新山梨方式」を発表した。検 査自体は学校 の駐車場で生

徒 を 同 乗 さ せ 検 体 を 採 取 す る 「 ド ラ イ ブ ス ル ー 方 式 」 か 、

教師が検査キ ットを家庭に 届け 、検体採取 後に再び取り に

行 く 「 家 庭 持 ち 帰 り 方 式 」 の ２ つ の 方 式 が 設 け ら れ た が 、

い ず れ も 学 校 現 場 な ら び に 家 庭 へ の 負 担 は 増 大 す る こ と

となった。そ し て、学校現場 や 保護者からは「 教育の機会

を 奪 う こ と に つ な が る 」「 大 人 に は 経 済 を 回 す た め に 感 染

対 策 を し た 上 で の 飲 食 な ど を 認 め て お き な が ら 子 供 達 に

は １ 人 で も 感 染 し た ら 全 員 に 検 査 を 強 要 す る の は 不 公 平
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だ 」「 ク ラ ス で 感 染 を し た １ 人 が い じ め や 批 判 の 対 象 に な

りかねない」と いう批判が 続 出した 。この 学 校現場 、家庭

の負担や批判 について、長 崎 知事は「 児童・生徒を守って

いくために、こ こは我々もベ ストを尽くし ていきたい と 思

いますし、ぜ ひ 、ご家庭 、そし て学校の先 生 方にはご理解

をいただきた いと思います 」と我 々がベス トを尽くすか ら

皆 さ ん も 頑 張 れ と の 上 か ら 目 線 の 抽 象 的 な 回 答 を 述 べ る

のみにとどま った。  

 そして、本年 ２月１７日の 知事臨時記者 会見 では「 学校

や家庭の負担 は、短期的に見 ればかかり得 るのですが、そ

れは最大限ケ アします。た だ 、この方式で 行 うことで、ト

ータルで見れ ば、負担という ものは軽減で きるという考 え

方に則ってい ます 」と発言し たにもかかわ らず、実施され

た 負 担 軽 減 措 置 は 、 検 査 な ど で 休 業 せ ざ る を 得 な く な り 、

給 与 や 休 業 手 当 が 受 け ら れ な か っ た 高 校 生 以 下 の 子 供 が

い る ひ と り 親 世 帯 や 市 町 村 税 非 課 税 世 帯 に 対 し て １ 日 ４ ，

０００円を支 給する 措置で あった。あまり に狭い対象者 へ

の補助であり、共働き世帯が 多い中で、実質 的に 家庭の負

担軽減につな がったとは考 えられ ず、長崎 知事の言う「最

大限ケア」と は何だったの か疑問が残る 。  

 そもそも、新 山梨方式が導 入された ３月 にはすでに「第

６波」が収束傾 向にあり、学校 現場や家庭に おける 負担に

相 応 す る 効 果 が あ っ た の か は 不 明 確 で あ る 。 長 崎 知 事 は 、

「 新 山 梨 方 式 」 導 入 時 の 同 じ く 本 年 ２ 月 １ ７ 日 の 会 見 で

「この方式で 行うことで、ト ータ ルで見れ ば、負 担という

も の は 軽 減 で き る と い う 考 え 方 」 と 述 べ 、 そ の 後 、「 新 山

梨方式」の総括 を求められた 本年４月１ １ 日の 知事記者 会
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見において「 あ る程度 感染者 も発見できて いますので、そ

れ 相 応 の 効 果 が あ っ た の だ ろ う と 思 っ て お り ま す 」「 先 般

の新山梨方式 の対応という ものをしっか り検証をして、よ

り良い対応が ないのか、そう いうものを考 えて、それを問

いかけていき たいと思いま す 」と述べて い る。  

 知 事 記 者 会 見 に お け る 曖 昧 な 回 答 で は な く 、「 新 山 梨 方

式」導入時の見 込み 及び導入 後の効果につ いて、具体的な

検証を行い、そ の 結果を示す べき ではない か 。このままで

は、長崎知事の 思いつ きで感 染対策を実施 し、学校現場や

家庭を振り回 しただけに終 わってしまう 。  

 具 体 的 な 検 証 結 果 が 示 さ れ な い 現 時 点 で は 、「 新 山 梨 方

式」は、子供た ちの教育や学 校生活を犠牲 に した上で、い

た ず ら に 検 査 対 象 を 増 や し 医 療 機 関 や 保 健 所 な ど 現 場 へ

の 負 担 増 加 に つ な が り か ね な い 施 策 で あ る に も か か わ ら

ず、具体的な効 果が 示されな い 長崎知事の 思いつき施策 だ

ったと評価せ ざるを得ない 。  

 

２ ． 新 型コ ロナ 対 策 ：「 部 活動 で の マス ク」 に つ いて  

 長崎知事は 、本年４月の特 別協力要請に「 部活動でのマ

スク着用」を 盛 り込 んだ。そ の 理由として、本 年４月 １１

日の知事記者 会見では、学校 関係や運動施 設、クラ ブチー

ムのクラスタ ー 急増を挙げ ている。これに 対して学校の 現

場 か ら は 「 熱 中 症 の リ ス ク が あ る 」「 大 会 が 近 い 中 で 部 活

動の強度を下 げる ことはど こまですれば よいのか」とい っ

た困惑・反発の 声が聞かれた 。長崎知事は「 子 どもの健康

を守るという 意味では、コロ ナからも熱中 症からも守ら な

ければならな い 」と述べ、具 体的な対応策 は 現場にすべ て
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を丸投げする かのような姿 勢を示した。  

 そして、長崎 知事は、本年 ５ 月１７日の知 事記者会見で

部 活 動 で の マ ス ク 着 用 に 関 し て 「 県 が ガ イ ド ラ イ ン を 作

る」と 述べた に も関わらず、そ のガイドライ ンの内容が発

表されたのは「 第 ６波」が落ち 着いた 本年５ 月２８日の知

事記者会見で あった 。あまり に遅い対応と 言わざるを得 な

い。  

 ま た 、 本 年 ５ 月 １ １ 日 の 松 野 官 房 長 官 の 記 者 会 見 で は 、

国 の 方 針 と し て 「 屋 外 で の マ ス ク 着 用 を 一 律 に は 求 め な

い」ことが 示さ れた。にも かか わらず、長 崎知 事は、本年

５月１７日の 知事 記者会見 で「 ただ一般的 に必要ないと か

言 う の で あ れ ば 、 そ れ は や っ ぱ り ナ ン セ ン ス 」「 そ う い う

乱暴な議論は やっぱり受け られない 」とし 、この会見でも

「基本的な考 え方は必 要最 小 限」と言いな がら 、部活動中

のマスク着用 を撤回 せず、政 策に柔軟性を 欠 いたと指摘 せ

ざるを得ない 。  

 部活動だけ が感染の温床 となって いた わけではなく、ま

た 、 マ ス ク だ け で 感 染 を 防 ぐ こ と が で き る わ け で も な い 。

状況をよく見 て、現場の声を 聴く力がある のならば、学校

に 対 し て 換 気 設 備 の 補 助 や リ モ ー ト 推 進 な ど の 補 助 を よ

り積極的に行 うべきではな かったか。  

なお、高校生か らはこの時期「 大人は飲み歩 いているの

に何で僕たち ばかりが締め 付けられるの かがわからな い」

という声があ った。  

 部活動中の マスク着用と いう長崎知 事 の政策は、国が 屋

外 で の マ ス ク 不 要 方 針 を 示 し た 後 に も 、「 万 が 一 そ こ で 飛

沫感染したら どうす るので すか、それは誰 が責任取るの で
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すか（中略）感 染防止に対 し て最前線に立 つ我々として は、

もし単純にそ れだけの話で あれば、そうい う乱暴な議論 は

やっぱり受け られな い」とま るで自らの責 任を追及され る

ことを避ける ために 県内で は引き続き「部 活動でのマス ク

着用」を求め、県民に 負担と 混乱を招いた のではないか と

評価せざるを 得ない。  

 

３ ．新 型 コロ ナ対 策：臨 時特 別協 力 要 請 に おけ る「 ワ クチ

ン 未 接 種者 」 の 扱 い につ いて  

 長崎知事は 、本年１月２３ 日に臨時特別 協力要 請を発 出

し た 。 こ の 要 請 に は 、「 ワ ク チ ン 未 接 種 者 へ の 不 要 不 急 の

外 出 自 粛 」「 職 場 で の 未 接 種 者 に 対 し て テ レ ワ ー ク や 不 特

定 多 数 と 接 す る 業 務 を 控 え る 配 慮 」「 健 康 上 の 理 由 等 に よ

り 接 種 を 受 け ら れ な い 従 業 員 等 が 不 利 益 と な る 扱 い を 受

けないよう配 慮 」といった点 が盛り込まれ た 。この 要請に

対して県に「差 別につながる」などといった 批判の声が １

月２４ 日 １ ８ 時 ま で の 集 計 で 約 １ ， ８ ０ ０ 件 寄 せ ら れ た 。 

また、山梨県選 出議員でもあ る堀内 詔子ワ クチン 接種担

当大臣は、接種 の有無で差別 的な取り扱い を受けること は

適 切 で は な い と の 認 識 を 示 し た と 本 年 １ 月 ２ ５ 日 に 報 じ

られた。  

 長崎知事は 、本年１月２６ 日に「自粛 」を「お控えく だ

さ い 」、 テ レ ワ ー ク の 推 奨 な ど も 「 従 業 員 等 か ら の 申 し 出

により」などと 表現を修正し た要請を再び 発出した 。しか

し、ワクチン未 接種者に対す る配慮の無さ、ひいては 長崎

知事の要請に「 従わないもの には不利益を」という考えの

透けて見える 要請 であるこ とは変わらな かった。  
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 具 体 的 に は 、「 ワ ク チ ン の ２ 回 接 種 を 終 え て い な い 従 業

員等には、従業 員等からの申 し出によりテ レワークの推 奨

や不特定多数 の方と直接接 する業務を控 えるなど、勤務 環

境 の 配 慮 を お 願 い し ま す 」 と し な が ら 、「 な お 、 健 康 上 の

理 由 等 に よ り 接 種 を 受 け ら れ な い 従 業 員 等 が 不 利 益 と な

る扱いを受け ないよう配慮 をお願いしま す 」として、健 康

上 の 理 由 等 が な く ワ ク チ ン ２ 回 接 種 を 終 え て い な い 従 業

員 等 に は 不 利 益 な 扱 い を し て も 良 い か の よ う に 長 崎 知 事

は「要請」し ていたのであ る。  

 言 う ま で も な く ワ ク チ ン 接 種 は 一 定 の 割 合 で 副 反 応 に

よ る 事 故 の 発 生 が 避 け ら れ ず 、 そ う し た リ ス ク と 発 症 予

防・重症化予防 等のベネフィ ットを勘案し て 個人の判断 に

基づいて実施 する ものであ る 。コロナワク チン接種導入 の

ための予防接 種法の改正に 際して、国会で は「 新型コロナ

ウイルスワク チンを接種 し ていない者に 対して、差別、い

じめ、職場や学 校等に おける 不利益取扱い 等は決して許 さ

れるものでは ないこと 」とす る附帯決議が 採択 された。こ

う し た 様 々 な 指 摘 を 全 く 無 視 し て ワ ク チ ン 接 種 へ の 同 調

圧力を助長し 県民 の分断を 招くだ けでな く、職場などに お

い て 接 種 の 有 無 を 理 由 に 希 望 す る 仕 事 か ら 外 さ れ る こ と

にもつながる など 職業選択 の自由を危う くし、さらに職 場

が ワ ク チ ン 接 種 の 有 無 に つ い て 把 握 す る こ と が 前 提 と な

っ て い る な ど 個 人 の プ ラ イ バ シ ー に も 踏 み 込 む 長 崎 知 事

の要請は極め て悪質・不適切 である と指摘 せざるを 得な い 。 

 感 染 防 止 対 策 を 進 め る 上 で ワ ク チ ン 接 種 率 の 向 上 が 重

要な要素とな っているこ と は理解でき る が、行政の姿勢 と

し て リ ス ク と ベ ネ フ ィ ッ ト の 比 較 の た め に 正 確 な 情 報 を
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発信したうえ で接種機会の 確保 、インセン ティブ付与 な ど

の 方 法 に よ り ワ ク チ ン 接 種 の 推 進 に 努 め る べ き で あ っ た 。

ワクチン接種 の推進に当た って、ワクチン 接種 をしない 人

に対して不利 益を被る 可能 性を指摘して 、 いわば「脅 し」

の よ う な 形 で 進 め る べ き も の で は な い こ と は 言 う ま で も

ない。  

 

４ ． 新 型コ ロナ 対 策 ：「 ま ん延 防 止 等重 点措 置 」 につ いて  

 長崎知事は 、それまで過去 最 大であった「 第 ５波」を超

え た 今 年 １ 月 の 第 ６ 波 の 感 染 拡 大 の 最 中 に お い て も ま ん

延 防 止 な ど 重 点 措 置 の 適 用 を 国 に 対 し て 申 請 し な か っ た 。

そ の 理 由 と し て 本 年 １ 月 ２ ０ 日 の 知 事 臨 時 記 者 会 見 で は

「 一 般 的 に 飲 食 店 に お い て ク ラ ス タ ー が 連 発 し て い る と

い う 状 況 と ま で は 言 え な い 」 と し 、「 ま ん 延 防 止 等 重 点 措

置のやり方が、この感染拡大 の防止に役に 立つのかとい う

ことに対する 疑問 」とし た 。しかし 、当時 飲 食店にはすで

に 感 染 の 急 拡 大 に よ る 自 粛 で 閑 古 鳥 が 鳴 い て い る 状 態 で

あ り 、 そ も そ も 飲 食 店 の 利 用 が 少 な い 状 況 が 続 い て い た 。

前述した部活 動 などでのク ラス ター発生 のように、複数 の

人 数 で 定 期 的 に 集 ま る 機 会 が あ る 場 所 で の ク ラ ス タ ー 発

生 件 数 と 既 に 人 が 集 ま っ て い な い 状 態 で あ っ た 飲 食 店 の

ク ラ ス タ ー 発 生 件 数 を 一 律 に 比 較 す る こ と は 現 実 的 で は

なかった。そ し て、この時期 に は東京、神奈 川 など隣県全

て に ま ん 延 防 止 等 重 点 措 置 が 適 用 さ れ て い る 状 態 で 県 外

からの飲食店 等の 需要も見 込めない状況 で あった。県内 の

飲 食 店 に は 予 約 キ ャ ン セ ル が 相 次 い で い た に も 関 わ ら ず 、

ま ん 延 防 止 等 重 点 措 置 が 県 内 に は 適 用 さ れ て い な い た め 、
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協力金を受け 取ることもで きず、店を閉め る かどうか「進

退窮まる」とい うような状態 に置かれ たと 言える 。本年２

月１日には、飲 食店組合など か らまん延防 止等重点措置 適

用 に よ る 協 力 金 支 給 な ど の 支 援 の 要 望 が あ っ た に も 関 わ

らず、支援は全 く行われ なか った 。長崎 知事 は 本年１月２

０日の知事臨 時 記者会見で「 経済を最大限 回していく 」と

述べたが、既に 飲食店には多 大な経済的損 失が出ている 状

況であった。当 時、プレミアム 食事券の発行 などの施策を

行っていたが 利用者は少な く、こちらの施 策も 効果があ っ

たのかは甚だ 疑問で ある。ま た 、当時は学校 現場などに対

して前述の新 山梨方式の導 入などを行っ た一方、食事券 の

発行などで経 済を回すため に「 飲食を促す 」という ことは

ア ク セ ル と ブ レ ー キ を 同 時 に 踏 む よ う な 矛 盾 し た 政 策 と

言 え る 。「 ウ ィ ズ コ ロ ナ 」 の 中 で 経 済 と 感 染 対 策 の 両 立 が

求められてい る が、現場の状 況よ りも行政 としての成果 を

優先する姿勢 には 、そのリー ダーとしての 資質に疑問符 が

付けられる。  

 また、長崎 知 事 は、昨年８ 月 に初めて県内 に まん延防止

等 重 点 措 置 が 適 用 さ れ た 際 の 昨 年 ８ 月 １ ８ 日 の 知 事 臨 時

記者会見で「今 回の追加は 県 からの要請に よるものでは あ

りません」と 述 べている。日 頃 、国とのパイ プ を強調しな

がら、まん延防 止等重点措置 の適用という 重大 事の肝心 な

時に国と事前 に連携をとる こ とができず、しかも、山梨県

で の 感 染 拡 大 が 重 大 で あ る こ と を 国 が 認 め る よ う な 形 で

の ま ん 延 防 止 等 重 点 措 置 の 適 用 と い う 事 態 を 招 い た こ と

は、長崎知事 が 言う国との パ イプが一部の み の不十分な も

のであるとい う事が証明さ れたかと思 わ れる 。  
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５ ． 新 型コ ロナ 対 策 ：「 グ リー ン ・ ゾー ン施 設 」 につ いて  

 長崎知事は 、コロナ感染拡 大当初 の令和 ２年５月 ９日 の

知事臨時記者 会見で「やま な し グリーン・ゾ ーン構想」を

打 ち 出 し 飲 食 店 の 感 染 対 策 な ど に つ い て 県 が お 墨 付 き を

与える認証制 度を導入した。ニュースなど で 全国的にも 取

り上げられ、長 崎 知事も積極 的 にテレビ出 演をこなす等 ア

ピールをして いた。  

 一方、コロナ の感染 経路と して エアロゾ ル 感染の可能 性

が専門家から 指摘されるよ うになり、当初 は否定 的であ っ

た Ｗ Ｈ Ｏ や 米 国 Ｃ Ｄ Ｃ も 昨 年 春 頃 に エ ア ロ ゾ ル 感 染 が あ

り得ることを 認め、厚生労働 省も昨年 １０ 月に換気の重 要

性を指摘し、本 年２月には国 立感染症研究 所 がエアロゾ ル

感染をコロナ 感染経路の １ 番目に挙げた。そして、本年 ７

月 １ ４ 日 の 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 分 科 会 に よ る

提言では、アク リルボード等 によるパーテ ー ションが換 気

の妨げとなる 可能性が 指摘 されることと な った。  

だが、本年 ９ 月 ３日 現在の「 や まなしグリ ー ン・ゾーン

認 証 （ 飲 食 業 ） 申 請 書 」 に は 、「 テ ー ブ ル 上 に パ ー テ ー シ

ョ ン 等 を 設 置 し て 遮 蔽 し て い る 」「 以 下 の よ う な パ ー テ ー

ションを設置 して遮断する。高さ：座った人 の頭が隠れる

高さ、幅：机と 同じ幅 、形状：２人掛けは一 字、４人掛け

は十字、６人掛 けは キ字のよ うに隣接する 人と遮断され る

ように配置」と いった要件が 示されている。これは前述の

コロナ分科会 提言が指摘す る「＜換気が 阻害される例 ＞」

に 示 さ れ た 図 に 近 い 状 況 と な る 可 能 性 が あ る の で は な い

か 。 ま た 、 申 請 書 に は 、「 ハ ン ド ド ラ イ ヤ ー （ 中 略 ） を 禁
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止」と あるが 、経団連の業種 別ガイド ライ ンでは、当初 ハ

ンドドライヤ ーについて「 利 用を止 める」と されていたが 、

２ ０ ２ １ 年 ４ 月 １ ３ 日 再 訂 版 で 利 用 禁 止 が 解 除 と な っ た 。

「やまなしグ リーン・ゾーン 認証 」は科学的 な根拠が不明

確であるにも かかわらず、過 度に 営業の自 由を制約する 内

容を含むもの であり、迅速・適切に見直す べきではない か。 

 ま た 、「 や ま な し グ リ ー ン ・ ゾ ー ン 認 証 」 を 受 け る た め

には、飲食店 等 は設備投資が 必要となる。県 による一定の

補助はあった ものの、収益が 減少している 中でそうした 費

用を捻出でき ず、やむを得ず 認証取得をあ きらめ る飲食 店

等もあった。に もかか わらず、長崎知事は時 短要請の協力

金支払いなど におい て、個々 の事情を勘案 せずに「やまな

しグリーン・ゾ ーン認証」を取 得しているか 否かで線引き

を 行 い 、「 従 わ な い も の に は 不 利 益 を 」 と い う 長 崎 知 事 の

傲 岸 な 姿 勢 が 見 え 隠 れ す る 方 針 を 打 ち 出 し て い る 。 ま た 、

令和２年８月 ７日の知事 臨 時 記者会見で は、長崎知事の 要

請 に 従 わ ず に 営 業 し て い た 飲 食 店 で 発 生 し た ク ラ ス タ ー

について、当 該 店舗に対し「 強 い懸念と憤り を感じている 」

「県民全体の 命を脅かしか ねない極めて 危険な迷惑行 為 」

と 批 判 す る な ど ク ラ ス タ ー 発 生 の 原 因 を 全 て 当 該 店 舗 の

事業者側にあ る ような姿勢 を示した。一方 、昨年４月２１

日 の 知 事 臨 時 記 者 会 見 で 明 ら か に さ れ た よ う に 、「 や ま な

しグリーン・ゾ ーン 認証」を取 得していたが 感染者が発生

し た 店 舗 も あ る 。「 グ リ ー ン ・ ゾ ー ン に あ ら ね ば 店 に あ ら

ず 」「 グ リ ー ン ・ ゾ ー ン が す べ て の 免 罪 符 と な る 」 と い う

長崎知事の姿 勢は 、現状を見 ず、自らの功績 のみをアピー

ル す る た め に 現 場 を 追 従 さ せ て い る か の よ う に も 受 け 取
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れる。  

 また、昨今 の「第７波 」にお いて感染者が かつてない規

模で拡大して いるにも関わ らず、利用時間 の 延長や大皿 で

の提供などの 緩和をする「 グ リー ンパス」に ついては継続

している。やま なしグリーン パス実施要領 の「 第５グリー

ン パ ス に よ る 基 準 緩 和 の 停 止 」 に は 、「 県 内 に 感 染 拡 大 の

傾向がみられ る場合」基準緩 和の停止を行 う ことが明文 化

されて い る に も 関 わ ら ず そ う し た 対 応 が と ら れ て い な い 。 

 感 染 対 策 を 取 り な が ら 経 済 を い か に 回 し て い く か が ウ

ィズコロナの 中での課題 で ある が「やまな しグリーン・ゾ

ーン認証」など の自らの政策 にこだわり、科 学的な根拠や

専門家の提言 を踏まえた 柔 軟な対応をと らず、自らの要 請

な ど に 従 わ な い 店 舗 を 切 り 捨 て る よ う な 長 崎 知 事 の 姿 勢

は甚だ疑問で ある 。  

 

６ ． 知 事自 らの コ ロ ナ感 染に つ い て  

 長崎知事は 、本年 ４月１６ 日に新型コロ ナウイルスに 感

染したことが 報道された。も ちろん、感染す ること自 体は

決して悪では ない。しかし 、なぜ県内で検 査を行 い、陽 性

が判明したに も 関わらず、県 外の医療機関 に 入院したの か。

も ち ろ ん 他 者 と 接 触 機 会 が あ る よ う な 鉄 道 等 で の 移 動 は

されていない と思われるが、県内の検査時 の居場所から 県

外 の 医 療 機 関 ま で の 移 動 手 段 程 度 は 明 ら か に す べ き で は

ないか。  

 ま た 、 本 年 ４ 月 ２ ７ 日 の 知 事 記 者 会 見 で は 、「 主 治 医 の

先生と相談を し て、その指示 に従 って療養 をした 」と説明

されたが、県外 医療機関で の 入院は主治医 の指 示による も
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のだったのか。県内の 医療機 関では対応で きないような 危

機 的 な 状 況 で あ る と 主 治 医 が 判 断 さ れ た と い う こ と な の

か。長崎 知事は 感染前の行動 を含めて、感染 期間中の行動

について一部 を除いて「プラ イバシー」を理 由として 明ら

かにしていな い。だが 、公人 として、また 山 梨県のリーダ

ーとして、コロ ナ感染時 とは いえ 県内にと どまらず、説明

なく県外に赴 くことを良し とする長崎知 事の姿勢は、や は

り県内に軸足 を置いていな い ように見え る。県外に いる こ

とが常態化し ているよ うな 状況 では、危機 管理 等におい て

迅速な対応が 可能で あるの か疑問 である。当時県内では ホ

ームケアがス タ ートしてお り、長崎知事 の 言う通 り「軽 症 」

で あ る な ら ば 本 来 そ の ホ ー ム ケ ア の 対 象 で あ っ た に も 関

わ ら ず 入 院 を し た と い う こ と に つ い て 県 民 か ら も 疑 問 の

声が上がって い る。  

 自らの行動 について明確 な情報開示・説 明 ができない リ

ーダーに県政 のかじ取りが 任せられると は思え ない。  
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長崎県政  検証１ -②  

（リニア中央新幹線事業）  

 

 東 京 都 か ら 大 阪 市 に 至 る リ ニ ア 中 央 新 幹 線 の 整 備 計 画

は 、 ２ ０ １ １ 年 ５ 月 ２ ６ 日 に 最 高 設 計 速 度 ５ ０ ５ km/h の

高 速 走 行 が 可 能 な 超 電 導 磁 気 浮 上 式 リ ニ ア モ ー タ ー カ ー

「超電 導 リ ニ ア 」 に よ り 建 設 す る 整 備 計 画 が 決 定 さ れ た 。 

 リニア中央 新幹線は、東京・大 阪間の全線 開業は最短で

２０３７年、東 京・名古屋間の ２０２７年先 行開業を目指

し て ２ ０ １ ４ 年 １ ２ 月 １ ７ 日 に 先 行 開 業 区 間 の 起 工 式 が

行われたが、事 業主体である ＪＲ東海は、２ ０２０ 年７月

時点で、２０ ２７ 年開業は 困難との見解 を示している 。  

 リ ニ ア 中 央 新 幹 線 の 整 備 状 況 に つ い て は 、 １ ９ ６ ２ 年 、

リニアモータ ー推進浮上式 鉄道の研究が 開始され、１９ ７

７年７ 月 か ら は 宮 崎 県 の 実 験 線 で 走 行 実 験 が 開 始 さ れ た 。 

 その後１９ ８９ 年８月、超 電導磁気浮上 式鉄道検討委 員

会において山 梨 県内に新実 験線の建設が 決定された。  

 １ ９ ９ ７ 年 ４ 月 、 山 梨 リ ニ ア 実 験 線 先 行 区 間 (１ ８ ． ４

km)で 走 行 試 験 が 開 始 さ れ 、 ２ ０ １ ３ 年 か ら は 実 験 線 全 区

間 (４２．８ km)で、営業用車両 Ｌ０系での 走 行 試験が行わ

れている。  

リニア中央新 幹線の整備計 画は、山梨県か ら始まったと

いってもよく、当該路線関係 自 治体の中で もその整備は 最

も先行して長 期間に渡り行 われており、山 梨県全体の活 性

化を後押しす る、極めて重要 な施策として 県 民にとって そ

の期待は極め て大きい もの であ る。  

 長崎知事は 、打って出る公 約 として「リニ ア中央新幹線
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開通」を挙 げて いる 。しか し、以 下に述べる ように 、そ の

成果は決して 評価し得る状 況に はない。  

 

１ ． 駅 位置 で迷 走 し たリ ニア や ま なし ビジ ョ ン 策定 事業  

 長崎知事は、２０１９年度 ６月補正予算 に主要事業の 新

規事業として、リニアやまな しビジョン (仮 称 )策定事業費

を計上した。  

 「令和元年 度 ６月補正予算 の概要」によ れ ば、リ ニアや

まなしビジョ ン (仮称 )策定事業費 ５，５３ ５ 万７千円に つ

いて、  

 リ ニ ア 中 央 新 幹 線 が も た ら す 経 済 効 果 を 全 県 に 波 及 さ

せるため、民間 企業や研究 機 関等 の誘致に 向けた基本的 な

指針となる「 リ ニアやまなし ビジョン (仮称 )」を策定する 。 

１  ビジョン 検討事業費 ３ ，７９７ 万３ 千円  

   誘致の 方針や駅周辺 の整備内容等 を調査・検討す る。 

 ２  乗降客 数等調査事業 費 １，７３８ 万 ４千円  

   駅 位 置 の 検 証 に 必 要 な 乗 降 客 数 や 既 存 の 交 通 へ の

影響等を調査 する。  

 としている 。  

 リ ニ ア 駅 周 辺 整 備 に 関 す る こ と に つ い て 検 討 す る た め

には、駅位置が 決定していて 初めて、周辺整 備や誘致等の

具 体 的 な 検 討 を す る こ と が 可 能 に な る こ と は 言 う ま で も

ない。駅位置の 検討と 周辺整 備 に関する検 討を並 行して 行

うことでは、効 果的な検討に なり得ないこ とを、まず指摘

したい。  

 結局、２０１ ９ 年１２月１ ８ 日の記者会 見において、長

崎知事は、乗降 客利用数の僅 かな優位性を 上げ、就任当初
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白 紙 撤 回 し た 甲 府 市 大 津 町 へ の 駅 位 置 の 再 決 定 を 明 ら か

にした。  

 「今後は 、学 識者、地元 市、関係団体で構 成するリニア

駅 前 エ リ ア 整 備 に 係 る 検 討 会 議 を 立 ち 上 げ 、 県 、 地 元 市 、

民間の役割分 担 を明確にす るとともに、駅 前エリアに整 備

する施設につ いて検討を行 う」ことを明 らかにした。  

 つまり、駅 前 整備の検討は 、これ 以降とい うことに なる 。 

 リニア駅位 置に ついては、横 内正明知事 時代に甲府市 大

津 町 に 設 置 す る こ と を 決 定 し た 。 長 崎 知 事 は 、「 こ れ ま で

の 経 緯 で 重 視 し た 点 は (甲 府 市 )大 津 町 と 小 井 川 駅 付 近 を

比較検討して いなかった」と して、就任後駅 位置の見直し

を明らかにし て、１，７３８ 万円の予算を 使って両駅位 置

の乗降客数調 査を中心に行 ってきたが、県 民が ８年以上 も

受任してきた 駅位置に改め て疑問を呈す るのには、ただ 比

較 を し て い な か っ た と い う だ け で は 既 存 の 方 針 を 覆 す に

は不十分では ないか。少なく とも、小井川駅 位置という特

定の場所に絞 って比較す る のであれば、小 井川 駅位置の 優

位 性 に 関 し て 一 定 程 度 客 観 的 な 事 実 を 把 握 し て い た の で

なければなら ない。本調査は 、そ の事実を検 証するための

ものでなけれ ばならない。  

 結果として、やはり大津町 に優位性があ ることが明ら か

となり、小井川 駅にそのよう な優位性のな いことを自認 す

る結果となっ た。  

 １，７３８ 万 円もの予算を かけて、ただ長 崎知事の思い

つきのような 内容を確認す るための調査 を行い、駅位置 が

決まっていな い状況で 、駅周 辺整備内容の 調査・検討に約

３，８００ 万円 もの予算を支 出することに ついても、行き



17 

 

当 た り ば っ た り の バ ラ ン ス シ ー ト を 無 視 し た お 役 所 仕 事

と指摘される べ きである。  

 さらに、予算 の無駄遣 い以 上に問題なの は、甲 府市大津

町 及 び 小 井 川 駅 周 辺 の 県 民 の 心 を も て あ そ ぶ こ と に な っ

たこと、そし て 、後述 すると お り、駅周辺整 備 の遅れにつ

ながったこと である。  

 

２ ．用 地取 得 とり わ け 県が 突然 手 を 引い たこ と に よる 駅周

辺 整 備 の遅 れ  

 Ｊ Ｒ 東 海 に よ る 中 央 新 幹 線 計 画 に 関 す る 公 表 資 料 に よ

ると、本体工事 契約箇所を見 ると、一見して 山梨県の区間

の 契 約 が 遅 れ て い る こ と が 分 か る 。 リ ニ ア 中 央 新 幹 線 は 、

山梨県の実験 線から始まっ ており、他県の 区間と比較し て

整 備 す べ き 地 区 が 相 当 程 度 決 ま っ て い る こ と か ら す れ ば 、

深刻な状況と 言わざるを得 ない。  

 令和４年６ 月県議会にお いて、向山 憲稔 県 議の用地取 得

交渉の進捗状 況に関する質 問に対して、リ ニア未来創造 局

長は、  

 「ＪＲ東海か ら受託した用 地取得業務に おける令和３ 年

度末現在の状 況は、権利者ベ ースで総数２，１６４人のう

ち そ の 約 ６ ５ ％ に 当 た る １ ， ４ ２ ０ 人 と 契 約 締 結 し て い

る」  

 と 答 弁 し て い る 。 上 記 Ｊ Ｒ 東 海 の 公 表 資 料 が 示 す 通 り 、

関 係 都 県 の 中 で も 用 地 取 得 が 遅 れ て い る 県 で あ る こ と が

容易に認識で きる。  

 とりわけ、中 間駅として予 定されている ６ 駅中、山梨県

駅のみが契約 済 みとなって いない ことは、深刻 な状況で あ
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ると言わざる を得ない。  

 駅舎の建設 工事について は、事 業用地の 取得状況はも と

より、駅 周辺エ リアの造成計 画や道路計画 等との整合性 も

考慮する必要 があることか ら、周辺整備に 関する山梨県 の

準備状況の遅 れが影響して いることは明 らかである。  

 山梨県駅の 周辺整備に関 しては、現時点 では駅周辺に ど

のような機能 が必要なのか、誰が整備主体 となってどん な

施 設 を 整 備 す べ き か と い っ た 具 体 的 計 画 が 未 だ 明 ら か に

されていない 。  

 横内元知事 時代から、県が 中心となって 甲府市の協力 を

得 な が ら 周 辺 整 備 を 進 め て き た が 、 長 崎 知 事 は 、「 他 の 駅

は市町村が駅 周辺整備 を行 っている」とし て、責任を甲府

市に押し付け る形になって いるように見 える。  

 これについ て、甲府市議会 の令和 ４年度 ６ 月定例会に お

いて、金丸三郎 議員が、リニア 駅周辺の整備 に関する質問

の中で、  

「私、リニア中 央新幹線はず っと関わって きたわけです

か ら 、・ ・ ・ 少 な く と も （ 仮 称 ） リ ニ ア 山 梨 県 駅 周 辺 の 件

に関して、とに かく今まで山 梨県が一方的 にいろいろな こ

とを言って、甲 府市はだまっ ていろみたい なことを さん ざ

ん 言 っ て き た か ら 、・ ・ ・ 飯 田 市 と 岐 阜 県 の 中 津 川 市 に 行

ってまいりま した。どちらも 市 が主体的に 新 駅の予定地 に

取り組んでお られました。既 に飯田市の駅 周辺は土 地の 買

収が進んでい るようですし、中津川市は土 地の区画整理 事

業がスタート しておりまし た。しかるに 、甲府市の場合 は、

全 く わ が 市 に 口 を 利 く な と い う 状 況 だ っ た も の で す か ら 、

何もされてな いのが当然な んですけれど も、それにして も
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山 梨 県 の 今 ま で の や り 方 と い う の は 私 に は ど う し て も 理

解できないと 思っています 」  

 等 を 明 ら か に し て い る が 、 こ の よ う な 経 緯 を 無 視 し て 、

長 崎 知 事 は 、「 駅 周 辺 整 備 は 市 町 村 が や る こ と 」 と 突 き 放

したものであ り、周 辺整備の 遅れにかかる 長崎 知事の責 任

は重いと指摘 せざるを得な い。  

 令和２年１ ２ 月１４日、長 崎知 事は、樋口 甲府市長と 共

同 記 者 会 見 を 開 催 し 、「 駅 周 辺 都 市 計 画 に つ い て は 、 こ れ

まで県と市の 連携不足を指 摘する意見も あったが、今後 は、

さらに連携を 強化し、まずは 産業 系用途に よる市街化区 域

拡大の可能性 の検討を共同 歩調で進めて いくことで、県 と

市が再確認し た 」として「合 同の担当者会 議を核として 絵

柄も早く示し たい」と説明し 、その後、令 和 ３年３月、「リ

ニ ア 駅 前 エ リ ア 整 備 の 在 り 方 （ 整 備 方 針 ）」 を 明 ら か に し

たが、今に至 っ ても、具体的な 整備計画は明 らかにされて

いない。  

 後藤前知事 の時には、リ ニ ア環境未来都 市検討委 員会 を

設置して、総合 的な検討を着 実に進め、平成 ３０年１１月

に は 、「 リ ニ ア 駅 周 辺 整 備 基 本 計 画 」 の 中 間 と り ま と め を

行うとともに、対象用地 ２４ ヘクタールの 地権者に対し て

も相当の説明 と、コンセンサ スを得てきて いた。その当時

から、まもなく ４年が経過す るが、当時の地 権者がどの程

度変遷してい るのか、また協 力意思の変化 はおきていな い

か。４年前から 周辺整備計画 が進んでいな いどころか、後

退した可能性 が高い。  

 駅周辺の用 地取得のため には、周辺の整 備 計画を税務 署

に提出し事業 認定を 受けな ければ、権利者 が税制上 の優 遇
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措置を受ける ことができな い 。  

 令和４年２ 月 １６日付「 山 日新聞」によ る と、長崎知事

は取材に対し て、  

「リニア中央 新幹線整備に ついては、品川 －甲府間の先

行開業を『お い おい議論に乗 せ るべきだ』と 主張。理由と

しては『経営上 も合理性があ るだろうし、地 元としても人

的、金銭的な投 資をしている ので、投資を回 収する意味で

も必要』と述 べた 」  

 としている 。  

 また、令和４ 年８月 ３０日 の記者会見で、静岡県の川勝

知事が、リニア 中央新幹線の 甲府市と神 奈 川県を結ぶル ー

トで先行開業 すべきだと主 張し たことに ついて、  

「意味がよく わか らないし、今はそ ういう 議論をすべき

段階ではない 」  

 と否定しな がら、品川－甲 府間の整備が 完了した後、南

ア ル プ ス を 通 る 静 岡 工 区 の ト ン ネ ル 掘 削 工 事 が 終 わ っ て

いない場合を 例示し 、  

 「その段階に なってこれま での投資を寝 かしていてい い

のかという議 論は必ず起こ る。ＪＲ東海が 先行開業させ よ

うかと思うだ けの環境整備 をしっかりや っていく」  

 と説明して いるが、リニア 中央新幹線山 梨県区間の整 備

の 進 捗 状 況 と り わ け 山 梨 県 駅 周 辺 整 備 の 進 捗 状 況 の 遅 れ

を踏まえた説 明とは 到底考 え られない。  

 

３ ． 行 政の 怠 慢 に よ る リ ニア シ ャ トル バス の 経 路見 直し  

 上記の経緯 の 中で、リニア 山梨県駅と小 井川駅間をシ ャ

トルバスで運 行する計画を 検討し、令和３ 年２月のリニ ア
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駅周辺整備に 関する検討会 では、従来計画 ルートではシ ャ

トルバスの１ 日当たりの利 用者が ４，７０ ０ 人で、年間の

運行経費が数 千万円程度と する試算を示 し、運賃を ２０ ０

円 と 設 定 し た 場 合 の 料 金 収 入 は ３ 億 ～ ４ 億 円 程 度 と す る

推計を明らか にした。  

 長崎知事は、令和４年 ７月 １５日の臨時 記者会見で、１

年 半 以 上 も 運 行 を 検 討 し て い た シ ャ ト ル バ ス の 運 行 経 路

を見直す方針 を明らかにし た。  

 その理由に ついて、リニア 本線の 高架下 に約３．２キロ

の専用道を整 備する計画だ ったが、橋脚の 構造上の理由 か

ら 必 要 な ス ペ ー ス を 確 保 で き な い 区 間 が 約 ３ 分 の ２ あ る

ことが判明し たと説明した 。  

 令和４年９ 月 １日付「山 日新聞」に よ ると、  

「リニア本線 の用地は、幅約 ２２メートル で、走行する

軌道が２本の 場合、橋脚の両 側に約 ４メー トルの緩衝帯 が

ある。県は 、緩 衝帯を活用し 、専用道を約 ３ ．２ キロにわ

たって整備す るする計画を 立てた。一般道 を使わないこ と

で渋滞の発生 などがなく、新 たなルート の 選定や用地取 得

の必要がない などのメリッ トがあ ったと みられる。  

 しかし、県が 昨年 、委託事業 者を 通じてリ ニア本線の整

備計画を確認 し たところ、軌 道が４本にな る区間や高架 下

に歩道を整備 する区間 があ り、実際に専用 道を整備でき る

の は 計 画 の ３ 分 の １ 程 度 の １ キ ロ ほ ど で あ る こ と が 判 明 。

県は、「 具体化 に向けた検討 の中で分かっ た 」と説明す る 。  

 ＪＲ東海に よると、  

リ ニ ア 駅 周 辺 の 橋 脚 の 構 造 は ２ ０ １ １ 年 に 公 表 し た 環

境影響評価方 法書に掲載。２ ０２０ 年には、リニア駅と小
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井 川 駅 の 間 の 高 架 橋 構 造 図 な ど を 県 に 提 供 し て お り 、「 リ

ニア計画はか ね てより県と 情 報共有して きた 」  

 としている 。  

 シャトルバ ス運行計 画に ついて、重要な 当事者 と言え る

Ｊ Ｒ 東 海 と の 連 携 が 全 く 取 れ て い な か っ た こ と を 示 す も

のである。それ にもまして、２ ０２０ 年には 既にＪＲ東海

から構造上の 資料を入手し て いながら、そ れを詳細に確 認

することなく、昨年度、調査委 託した事業者 がその事実を

把握するとい う失態を演じ た。行政の怠慢 と言わざるを 得

ない。  

 ２０２１年 度当初予算の リニア未来創 造・推進課所管 課

別説明書には 、  

・リニア駅前 エリア整備検 討事業 費９２ ７ 万３千円  

 本 県 の 新 た な ゲ ー ト ウ ェ イ と な る リ ニ ア 駅 前 エ リ ア の

整 備 に 向 け た 検 討 を 実 施 。 事 業 内 容 、 検 討 会 議 の 開 催 、 

シャトルバス のルート、運 営等に関する 検討  

 として計上 されている。  

 この事業の 詳細は定かで はないが、当初 計画のシャト ル

バスルートの ３分の２が使 用不能 になっ た時点で、この 委

託業務が適正 に行われてい たのかは疑問 である。行政の 怠

慢により、税金 の無駄遣いを 生じた結果も 極めて重いと 指

摘せざるを得 ない。  
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長崎県政  検証１ -③  

（教育環境等の充実「２５人学級実現」）  

 

 長崎知事が 公約に掲げる「 ２５人学級導 入」について は 、

「少人数教育 の 推進」とい う 方 向に立った、全国に先駆け

ての思い切っ た施策である。し かしながら その実現に向 け

ては、諸条件の 整 備、取り分け 長期的な財源 確保方策が な

くてはならな い 。  

 長崎知事は、知事選に向け た課題として、山日新聞の立

候補予定者４ 氏徹底インタ ビューの中で、２５ 人学級の 導

入に関して、 財源確保につ いて問われ 、  

 「希望する市 町村の協力が どこまで得ら れるかも影響 す

るが、当面は企 業局によ る水 力発電など電 気事業関係の 収

益を活用でき ないか考えた い。最終的には 、富士山の登山

鉄道の収益を 財源にするこ とを念頭に置 いている。鉄道 は

県 所 有 の 富 士 ス バ ル ラ イ ン に 敷 け ば 賃 料 が 入 る 。 (鉄 道 の

運 営 会 社 に )県 が 出 資 す れ ば 配 当 が あ り 、 課 税 な ど に よ る

乗 客 か ら の 収 入 も 考 え ら れ る 。 富 士 山 か ら の 恵 み と し て 、

県内の子ども たちに配分す る仕組みを考 えている」  

(山 梨 日 日 新 聞  縮 刷 版 検 索  立 候 補 予 定 者 ４ 氏 徹 底 イ ン

タビュー  ２ ０１９ 年１月 １ 日 (火 )/特集 /００７ ) 

と説明した。  

 現状では、財 源確保につい ては、富士山登 山鉄道からの

収益利用につ いては、一切触 れられておら ず、電気事業関

係の収益活用 及び資産活用 等と説明して いるが、どれも 長

期的な財源確 保方策とする には 先行きが 不透明で あり、堅

実な財源には なり 得ないも ので あると認 められる。  
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 現 場 か ら は 、「 児 童 の 意 欲 向 上 」、「 教 員 の 負 担 軽 減 に つ

ながり、先生が ゆとりをもっ て子供に向き 合うことがで き

ている」等の ２ ５ 人学級導入 の効果の声が 挙げられてい る。 

現在、国として は小学校の ３ ５人学級実現 にとどまって

いるところ、県 独自で ２５人 学級を中学校 まで拡大して い

く方針とする と、長期的かつ 安定的で莫大 な財源が必 要 と

考えられる。中 学校までの ２ ５ 人学級を真 摯に実現しよ う

とするならば 、今後の児童・生 徒数の推移の 予測、校舎等

の 設 備 に 要 す る 経 費 の 見 込 み と い っ た ２ ５ 人 学 級 実 現 の

た め に 必 要 と な る 数 的 予 測 と 的 確 な 財 源 確 保 方 策 を 示 す

べきである。こ れらが示され ていない以上、中学校までの

２５人 学 級 導 入 は 、 現 段 階 で は 評 価 で き る 状 況 に は な い 。 

 

１ ． 国 の小 学校 ３ ５ 人学 級の 実 現  

 国は、公立義 務教育諸学校 の学級編制及 び教職員定数 の

標準に関する 法律（義務標 準 法）を改正し 、平成 １３年度

には４０人を 下回る学級（少 人数学級）の編 制を可能とす

る制度整備を 行い、平成 １６ 年度には少人 数学級実施の た

めに加配定数 を活用可能と する方針を決 定した。  

 これを受け て、平成 １３年 度には、１０県 が ４０人を下

回る少人数学 級編制を、また 平成１６年度 には 、４２県が

４０人を下回 る学級編成を 行っている。  

 また、国は 、令和 ３年に も義務標準法 について、  

１  小学校の 学級編制の標 準を現行の ４ ０ 人（第 １学年 は

３５人）から ３５人に引き 下げる (法第３ 条第２項 )。  

２  令 和 ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 に お け る 学 級 編 制 の 標

準については、児童の数の推 移等を考慮し、第 ２学年か
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ら 第 ６ 学 年 ま で 段 階 的 に ３ ５ 人 と す る こ と を 旨 と し て 、

毎 年 度 政 令 で 定 め る 学 年 及 び 文 部 科 学 大 臣 が 定 め る 特

別の事情があ る小学校にあ っては、 ４０ 人とする。  

 等の内容の 法改正を実施 し た。当該改正 は、令 和３年４

月１日に施行 した。  

 学年進行に よる 段階的学 級編成の標準 の引き下げ は、以

下の表のとお り（それぞれの 年度にそれぞ れの学年の ３ ５

人学級化を実 施）  

年度  Ｒ３  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

学年  小２  小３  小４  小５  小６  

 計画の実施 に当たり、学級 数の増加に 伴 い教室不足が 生

じ、施設整備に 一定期間を要 するなど、特別 の事情がある

場合には、各地 方公共団体が その実情に応 じて対応でき る

よう措置する としている。  

 

２ ． 山 梨県 の学 級 編 制の 状況  

 平 成 １ ６ 年 に は 、「 か が や き ３ ０ プ ラ ン 」 を 実 施 、 当 時

国の学級編制 基準の標準が ４０ 人であっ たのに対 し、山 梨

県は小学校１ 年生の学級は ３０ 人を基準 とした。平成 １ ７

年には、それ を小学校 ２年 生にまで拡大 した。  

 平成２０年 の「はぐくみ プ ラン」では 、中 学校 １年生に

対し、３５人 を基準とする 学級編制を導 入した。  

 平 成 ２ ３ 年 か ら は ３ ５ 人 学 級 の 対 象 を そ れ ま で 対 象 と

されていなか った学年（小学 校 ３年生から ６ 年生までと 中

学校２年生及 び ３年生）に段 階的に広げ 、平 成 ２６年度に

は 小 中 学 校 の 全 て の 学 年 に お い て 導 入 し た 。 (や ま な し  
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ｉｎ  ｄｅｐ ｔｈ  教育・ 子育て ) 

 

３ ． 山 梨県 の ２ ５ 人 学級 の 導 入  

 山梨県は、従 来の 小学校１ ～２年生の３ ０ 人学級、３年

生の３５人学 級を ２５人学 級にすべく、５ 回にわたり検 討

委員会を開催 し検討を進め てきた結果、令 和 ３年４月か ら

全国でも初と なる ２５人学 級を小学 校１ 年生で導入し、さ

らに令和４年 ４ 月から小学 校 ２年生にま で拡大した。  

  

４ ． ２ ５人 学級 導 入 に 伴 う現 場 の 声  

 県の「やま な しｉｎ  ｄｅ ｐｔｈ  教育・子育て」によ

ると、現場から の ２５人学級 導入に伴う効 果及び課題と し

て、  

（１）効果  

〇  ２５ 人学 級は人数が少 ない分、子ど も たちがより多

くの発言の 機 会を得られ る 。たくさんの体 験や経験を

積むことは、 と ても大切な こと。  

〇  ２４ 人と ３０人とでは 、かかる時間は ずいぶんと変

わってくる。通 信表を書く時 間が短くなる。生活指導

の時間が短く なる。宿題を 見る時間が短 くなる。  

（２）課題  

〇  山城小学 校は、４２室 あ る教室すべて が埋まってい

る状態。２５ 人 学級の導入以 前は会議室や 特別教室な

ども設けられ ていたが、す べ て普通教室に 充てられた 。

取材当日、児 童 を対象に心電 図検査が行わ れていたが 、

空き教室がな く、図書室の 一角が使用さ れていた。  

 点が挙げら れている。  
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５ ． ２ ５人 学級 導 入 にお ける 問 題 点  

県の「マイ広 報紙」による と、  

小学１年生 へ の ２５人学級 の導入に伴い 、今年度は県内

公立小学校１ ６６ 校のうち、２２校で学級 と教員の数を 増

やしましたが、今後も少人数 学級の導入を 進めるには、施

設・設備などに 要する財源や 教員の確保、ま た教員の質の

向上が求めら れます。  

とされている 。  

（１）２５人 学級導入に対 する各種数的 予測が不明確  

  知事が選 挙公約に掲げ る「 ２５人学級 の導入」につい

ては、中学校 ３ 年生までの導 入を拡大した 場合に、増加

する学校数及 び教員数、さら には教室数が 年度ごとにど

の 程 度 必 要 と な る の か 客 観 的 な 数 的 予 測 を 明 確 に 示 し

て、県民に周 知する必 要が あ る。  

  また、２５ 人学級につい ては 、その編制 について具体

的な基準を定 めているのか。つまり、極端な 例を挙げる

と、２６人の生 徒がいる場合 には、２５人学 級を機械的

に 実 施 し て 、 １ ３ 人 ず つ の ク ラ ス ２ つ で 対 応 す る の か 。

それとも、一定 程度の幅を許 容するの か、幅 を許容する

場合どこで線 引きするのか も明確にしな ければ、将来の

クラス編成で アンバランス を生じる 恐れ がある。  

さらには、将来 的に少子化が 進んだ場合、児 童・生徒

数の減少はど の程度進むの か、その時、最 大限 拡大した

教員数が、余 剰 人員として負 担を 及ぼすこ とにならない

のか。そうした 、小中学校の 全 学年につい て ２５人学級

を 導 入 し た 場 合 の 将 来 に わ た る シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行

い、県民に説 明すべきであ る。  
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（２）長期的 な財源確保方 策の欠如  

  前記シミ ュレーション があって初め て、必要な財源 が

算定できるの であり、その必 要な財源 につ いて、明確な

説明を要する 。それぞれの課 題について、以 下、指摘す

る。  

 

課題①  

公約の説明、富 士山登山鉄道 の収益を財源 とすることは 困

難  

 知事は、知事 選に向けた山 日新聞のイン タビューに答 え  

「 企 業 局 に よ る 水 力 発 電 な ど 電 気 事 業 関 係 の 収 益 を 活

用できないか 考えたい。最終 的には、富士 山 の登山鉄道の

収益を財源に することを念 頭に置いてい る。鉄道は県所 有

の富士スバル ラインに敷け ば賃料が入る 」  

 と説明した が、現在は、富 士山登山鉄道 の収益を財源 に

することにつ いては、一切明 確にはしてい ない。今後実現

す る か 不 明 な 富 士 山 登 山 鉄 道 の 収 益 を ２ ５ 人 学 級 実 現 の

予算に充てる という長崎知 事の方針では、既に小学 ２年 生

まで実施して いる ２５人学 級について、今 後中学 ３年生 ま

で導入するた めの財源がい つ確保される のか。当分の間 は

不可能である 。そもそも、富 士 山登山鉄道に つい ては、基

本構想を策定 した ものの、地 元の大 きな反 対を受 け、地元

対 策 す ら と ん 挫 し て い る 状 況 に 加 え 、 冬 季 の 安 全 対 策 (防

災 工 事 )と 環 境 保 全 (世 界 文 化 遺 産 登 録 で の 厳 し い 制 限 )を

両立すること の困難な中で、実現が危ぶま れている。小中

学 校 の 全 学 年 で ２ ５ 人 学 級 を 実 現 す る た め の 財 源 と し て

想定するには 、あまりにも実 現可能性に欠 ける。これで は 、
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小 中 学 校 の 全 学 年 を ２ ５ 人 学 級 と す る こ と は で き な い の

ではないか。  

 

課題②  

電気事業会計 からの繰り入 れ、法人県民税 の超過分積み 立

ては的確か  

 長 崎 知 事 は 、 教 育 ・ 福 祉 の た め の 財 源 確 保 方 策 と し て 、

電 気 事 業 会 計 か ら の 繰 入 金 と 法 人 県 民 税 の 超 過 課 税 分 を

積み立てる「 や まなし教育 環 境・介護基盤整 備基金」を新

設した。また、県有資産の高 度活用を基金 に積み立てる 考

えも示してい る。  

 電気事業会 計は、電気事業 の中心を占め る水力発電を 効

果 的 に 運 用 す る た め に 、 恒 常 的 な メ ン テ ナ ン ス と 、 将 来 、

老朽化した施 設を補修・建て 替え費用とし て積み立てる 必

要があること から、一時的な 財源としかな り得ない。電気

事業会計から の流用を行う ためには、恒常 的なメンテナ ン

ス費用及び施 設補修・建て替 えのビジョン と費用を長期 的

に明確にした 上で、余剰金を 流 用するとい う明確 な説明 が

必要であるが、こ れまでその よ うな説明は なされていな い 。 

 また、法人県 民税の超過課 税分について も、超過課税分

は具体的にど の程度が見込 まれ、長期的な シミュレーシ ョ

ンはどのよう な状況にある のか、これにつ いても説明さ れ

ていない。  

 

課題③  

その他恒久、 安定財源確保 方策に実効性 はあるか   

 県は、令和 ２ 年１０ 月、「 財 源確保対策方 針」を策定し、
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財 源 確 保 に 向 け て 県 有 地 の 賃 料 見 直 し や 未 利 用 地 の 売 却 、

ふるさと納税 の増収などに 取り組むこと としている。こ う

した各種の増 収策は 実効性 があるのか。  

 

【県有地の賃 料見 直し】  

 県は、令和 ２ 年１１月、全て の県有地賃料 の見直しを明

らかにし、県有 地の賃料算定 基準を開発前 の土地価格か ら

現 況 で 算 出 す る 方 法 に 変 更 し て 見 直 し 作 業 を 進 め て い る

が、９５件の減 免措置の結果、賃料の増加分 は計約 ８８万

円にとどまっ たことが報じ ら れている。  

 県は、富士急 行に貸し出し ている北富士 県有地の莫大 な

賃料増額によ る財源確保を 見込んでいる ものの、県と富 士

急 行 と の 間 で 現 在 係 争 中 の 裁 判 が 近 い う ち に 判 決 と な る

見通しであり、もし県が敗訴 することにな れば、長崎知事

の財源確保の 目 算は大きく 外れることに なる。  

 

【未利用地の 売却 】  

 令和元年か ら令和 ４年度 の 未利用地の 売却金額 は、７ 億

９，７１５ 万 ４ ，６９８ 円 で、後藤県政時代 の １億９，７

２８万円の約 ４ 倍となった としている。し かし、当然のこ

とであるが未 利用地の売却 は一過性のも のであり、安定 財

源とすること は困難 である。これを恒久的 な財源と位置 付

けるには、長期 的に売却可能 な未利用地が 存在するか、借

地 と す る か 、 売 却 益 を 運 用 す る 等 の 仕 組 み が 必 要 で あ る 。

こうした長期 的なシミュレ ーションが必 要であるが、具 体

的な説明はな い。  
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【ふるさと納 税】  

 ふるさと納 税については、令和 ３年度の 寄付額 が令和 ２

年度の寄付額 の約 ５倍の約 ８ 億８，２１３ 万円で 過去最 高

としている。  

 ふるさと納 税予算につい ては、令和元年 度 ９１５万４ 千

円、令和 ２ 年度 ４，１７２ 万 円 、令和 ３年 度 ４ 億７，８０

６万４千円、令 和 ４年度当初 ６億２，４３２ 万１千円と増

加している。  

 令 和 ３ 年 度 の ふ る さ と 納 税 に よ る 実 質 税 収 は ４ 億 ４ ０

７万円となっ ている。  

 長 崎 知 事 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ７ 日 の 記 者 会 見 で 、「 山 梨

県ふるさと納 税推進本部」を 設置したこと を明らかにし た。 

 

 令和４年６ 月 ８日付「読 売新聞」では 、  

 「県がふるさ と納税の寄付 増加を目指す 方針を打ち出 し

たことに対し、市町村の間で 波紋が広がっ てい る。こ れま

で 返 礼 品 の 拡 充 や Ｐ Ｒ に 奔 走 し て き た 市 町 村 と 競 合 す る

構図となるた めで、市町村か らは『県の方針 は大きな脅威

だ』と不安視 する声が上が っている 」  

 として、返 礼品の競合問 題等について 掲載した。  

 同記事によ ると、  

 「自治体が寄 付者に送るこ とができる返 礼品は、原則と

して地場産品 に限られる。一 方、県は県内全 ての市町村の

返礼品を扱え るため、総務省 の担当者は、何 でも送れる県

が本気を出せ ば『最強だ』 と語る」  

 と、県の優 位性を説明し ている。  

 また、  
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 「県資産活用 課に よると、県 が取り扱 う返 礼 品の品目数

は、１９年以 前 の １００件程 度か ら、現在 で は約 １，７０

０件にまで拡 大した 」  

 としている 。  

 さら に 、 ふ る さ と 納 税 に 詳 し い 小 黒 一 正 法 政 大 教 授 は 、 

 「県は市町村 より上位の自 治体なので、一 定の配慮は必

要と言える。市 町村 が育てて きた返礼品を 上から刈り取 っ

てはいけない 」  

 と説明して いる。  

 

 県 と い う 広 域 自 治 体 の 優 位 性 を 利 用 し て 県 下 の 市 町 村

の上前をはね る かのような 方針 は、当然の ごとく 市町村 に

受け入れられ る ものではな い 。  

 結果、令和 ４ 年８月３１日、県と県市長会 と の意見交換

会において、市 長 側から県側 の 返礼品を見 直す よう求め る

意見が相次い だこと で、長崎 知事は、シャイ ンマスカット

など農産物の 返礼品を大幅 に減らす方針 を表明した。こ の

方針転換によ り、当初長崎知 事が期待して いたほどの効 果

的 な 安 定 財 源 と す る こ と は 困 難 に な っ た も の と 指 摘 し た

い。  

  

（３）  教員確 保方策は適切 か  

 「マイ広報 紙」では、教 員の確保につ いては、  

 「採用試験 の 要件緩和や、県 内外の高校生 、大学生に向

けて教員の魅 力を発信する など し、また、教員がそれぞ れ

のステージで 身に着けるべ き資質・能力を 明確化した『教

員等育成指標』を定め、研修 な どにより質 の 向上を図って
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います。さら に 、県内の大学 と 連携し、教員 の 質の向上に

向けた研修や 人事交流を行 うなど、地域と 連携した取り 組

みも行ってい ます 」  

 としている が、この内容か らは、採用試験 の要件緩和に

よる教員の質 的低下を踏ま えた上での、教 員の資質・能力

向上化対策を 行うとしてい る説明と 読み 取れる。これが 効

果 的 な 教 員 の 確 保 方 策 と 言 え る の か 甚 だ 疑 問 と 指 摘 せ ざ

るを得ない。  

 

６  総 括  

 現状は小学 １・２学年に限 られるとはい え、全国で初め

て２５人学級 を実現した こ とは、保護者・父母・教育関 係

者・関係団体 等 から 大いに評 価されてい る。しかしなが ら

この施策は、小 中学校の全学 年に２５人学 級を実現する こ

とにおいて、そ の効果を十分 に発揮するも のであり、確実

に学年進行さ せるというこ とが、極めて重 要な政策 課題 だ

と言える。そ の 実現において は、学校の設 備 拡充、優秀な

教職員の確保、そして、何より も 安定的かつ 恒久 的な財源

の確保といっ た問題を避け て通ることは できない。  

 長 崎 知 事 が 公 約 に 掲 げ た 「 ２ ５ 人 学 級 導 入 」 に つ い て 、

実施から２年 が たち、特に財 源の面で実効 性が強く疑わ れ

るものである 。「 ２５人学級導 入」という 施策 そのものは 、

「少人 数 教 育 の 推 進 」 と い う 視 点 か ら 大 い に 評 価 で き る 。 

しかし、その 実 行・推 進に あた っての今後の 見通しにつ

いては、評価 できる状況に はないと 言え る 。  
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長崎県政  検証１ -④  

（県民共有財産のブラッシュアップ）  

 

 長崎知事は 、「守ろう 、増や そう『県民 資産 』」を 掲げ て

いる。また、「県 有地は、山梨県 民全体の最大 の財産 です。

この県有地か らどのように して、県民全体 の利益と豊か さ

を生み出せる のか。大きな価 値のある財産 を、合理的な理

由無く廉価で 貸与すること は許されず、現 在の状況（現 況 ）

に照らして適 切に評価し、適 正 な収益を県 民に 還元する こ

とこそ、行政 が 果たすべき正 義で す」と し て いる（令和４

年３月１５日 県有地住民訴 訟判決知事コ メント）。  

 県民共有財 産を最大化し、県民に還 元す ることは、県政

運営において 重要なテーマ である。  

 

１ ． 県 有地 問題  

 山梨県が富 士急行に昭和 ２ 年（１９２７ 年）から貸し付

け て い る 山 中 湖 村 の 約 ４ ４ ０ ヘ ク タ ー ル の 県 有 地 に つ い

て 、「 賃 料 が 安 す ぎ る 」 と し て 南 ア ル プ ス 市 の 男 性 が ２ ０

１７年に提訴 した、住民訴 訟の中で、県 は「賃料は適 正」

としていたが、２０２０年８ 月に「賃料算定 に重大な誤り

があった」と方 針を転換。現 在 の賃料約 ３億 ３千万円の約

６倍にあたる「 年間２０ 億円 が 妥当」との不 動産鑑定書を

提出し、「 現 在 の 契 約 は 『 違 法 ・ 無 効 』」 と 主 張 し て い る 。 

 

（１）突然の方 針転換に 恣意 的・政治的な意 図がなかった

か  

 住民訴訟の 原告である南 アルプス市の 男性について、長
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崎知事は「支 援 者である」と 認 めている。後 藤 県政時代か

つ ２ ０ １ ７ 年 の 衆 議 院 選 直 前 に 行 わ れ た 住 民 監 査 請 求 で

あり、当時より 政治的な意図 が背景にある との見方は強 い。 

 長崎知事は、本会議や記者 会見等で政治 的な背景につ い

て は 再 三 に わ た り 否 定 し て い る 。 し か し 、「 政 治 的 な 背 景

による恣意的 な方針転 換だ っ たのではな いか」と の疑い を

もたれる県民 は多 い。  

 その理由の 一つ として、不 動産鑑 定士と 長崎知事の関 係

もある。当該県 有地を約２０ 億円とした不 動 産鑑定士は 住

民訴訟が提訴 された当時（ ２ ０１７ 年）に原 告側が行った

記 者 会 見 に 同 席 。 加 え て 、 県 議 会 の 特 別 委 員 会 に 於 い て 、

不動産鑑定を 行うきっかけ について「長崎 知事の深澤秘 書

から連絡をも らった」と答え ている。原告と 被告双方の不

動産鑑定を同 一人物が行い、さらに長崎知 事の支援者で あ

る 原 告 や 長 崎 知 事 の 秘 書 と も 関 係 が あ っ た と い う 事 実 が

存在する。  

 ※当該鑑定 士につ いては、国土交通 省に 懲戒 要求がさ れ

ている。  

 仮 に 政 治 的 な 背 景 と 恣 意 的 な 政 治 判 断 が あ っ て こ の 方

針転換が行わ れたとすれば、公平 公正な県 政運営とは言 え

ない。加えて、そ の他の県政 課題における 政策決定にお い

ても同様に政 治的・恣意的な 事例があった 可能性も否定 で

きなくなって しまう。  

参考：山梨日 日新聞  

２０２０年 １ １ 月１１日付 「背景に２区 政治対決か」  

 ２０２０年 １１ 月１２日 付「論説；政治 対決ととられ ぬ

対応を」  
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（２）方針転 換までのプロ セスに問題は なかったのか  

 政策的な方 針転換を行う 場合において、政治的な判断 だ

け で は な く 、 行 政 側 の プ ロ セ ス を 適 切 に 経 る 必 要 が あ る 。

県有地問題に お ける方針転 換のプロセス について、執行 部

側 は 議 事 録 と し て 手 書 き メ モ の ３ 枚 を 特 別 委 員 会 に 提 出

し た が 、「 県 側 が 何 か 隠 し て い る の で は な い か 」 と の 指 摘

もあった。県 庁内からも疑 問の声が出て いるとされる 。  

 昭 和 初 期 か ら 続 く 見 解 を 大 転 換 し た 意 思 決 定 の 経 緯 と

して、会議録も 決済文書も存 在せず、３枚の メモしか確認

できなかった、とは行政組織 としてにわか に信じられな い

事態である。山 梨日日新聞の 論説（ ２０２１ 年１月２０日

付）では「文書がない」と担当 部署が答弁す るのは、森友・

加計問題を連 想 させると指 摘している。  

 方針転換の 是非は別 とし て 、長年の方針 転換に関す る 詳

細な資料の提 出はあってし かるべきであ り、現状 では不 十

分と言わざる を得ない。  

参考：山梨日 日新聞  

 ２０２１年 １ 月１９日付「 県 資料転換の 議会 録提出手 書

きのメモ３枚 」  

 ２０２１年 １ 月２０日付「 論説；大転換の 経緯 メモ３枚

とは」  

 

（３）住民訴 訟の和解案に 関する疑義  

 甲府地裁の 鈴木順子裁判 長（当時 ）は、２０２０ 年１ ２

月に開かれた 住民訴訟の弁 論で、長崎知事 が県議会に提 出

していた和解 案に対して「裁 判所としては 和解を勧めて い

ない」と指摘し 、地 裁の関与で 原 告側と和解 交 渉したと県



37 

 

議会に説明し た 県の代理人 弁護士に苦言 を呈した。新聞 記

事によると、県 議会に提出さ れた和解案に「 裁判所から和

解の試みがな された」と書か れていたこと に鈴木裁判長 が

「 ど う し て 議 会 に 提 出 す る 書 面 に 事 実 と 違 う こ と を 書 く

のか」と指 摘。県の代理人弁 護士は「誤 解だ った」と釈 明

した。  

 この問題を めぐっては、県 執行部や代理 人弁護士が県 議

会の特別委員 会等で釈明す る場面もあり、２０２１ 年１ 月

１８日の県議 会特別委員会 では、市川総務 部長が裁判所 に

よ る 和 解 が な さ れ な か っ た こ と を 認 め た が 、「 事 実 と 異 な

るものを示し ては いない」と し て虚偽の意 図はなか った と

説明した。  

 和解案につ いては、県議会 が継続審査と したことで結 果

的に取り下げ となったが、鈴 木裁判長が住 民訴訟の弁論 で

事 実 誤 認 を 指 摘 す る 前 に 和 解 案 が 可 決 さ れ て い た 可 能 性

もある。議会審 議におい て議 案の提出理由 は、採決に関係

する重要な部 分であり、事実 誤認と受け止 められるよう な

取 り 扱 い に な っ た こ と に つ い て 県 側 は 猛 省 す る べ き で あ

り、恣意的か否 かは別にして 県の代理人を 務める弁護士 の

資質について は疑問を持た ざるを得ない 。  

参考：山梨日 日新聞  

 ２ ０ ２ ０ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日 付 「 裁 判 長 和 解 を 勧 め て い な

い」  

 ２０２１年 １ 月１９日付 「県陳謝『地 裁勧告ない 』」  

 

（４）評価  

 県 民 共 有 の 財 産 で あ る 県 有 地 か ら の 利 益 を 最 大 化 す る
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という方針は 当然である。一 方で、過去に特 定企業が県有

地を使って利 益を上げる、ま たは 、県に便宜 を図ってもら

うような事実 があったので あれば、すぐに でも適切な状 態

に戻すべきで ある。ただ 、県 と賃借人の間 で、金額等で 主

張 の 違 い が あ る の で あ れ ば 、 当 事 者 間 で の 解 決 を 模 索 し 、

結 論 が 得 ら れ な い の で あ れ ば 司 法 に よ る 判 断 が 必 要 で あ

る。  

 住民訴訟等 で、県民への利 益の還元がな され ば大変喜 ば

しいことであ るが 、従来の方 針 を大転換す るにあた り、政

治的・恣意的運 用と疑わ れな いようなプロ セスを経るべ き

であった。「適 切なプロセス を経る」「県民 に説明を果た す」、

こ れ が で き な け れ ば 独 善 的 な 県 政 運 営 と 言 わ ざ る を 得 な

い。国政にも通 じるが、政策決 定に関する疑 義が生じるこ

とがあれば、徹 底的に疑義を 排すための説 明を議会及び 県

民（有権者） に行うべきで ある 。  

 以 上 の こ と か ら 議 会 を 二 分 す る こ と と な っ た 県 有 地 問

題において、十 二分な説明責 任が果たされ ているとは到 底

言えない。住民 訴訟及び民事 訴訟の判決次 第では、県の方

針転換が適切 か 否かの責任 を 求められる 可 能性もある 。  

 

２ ． 弁 護士 費用 問 題  

 ２０２１年 の山梨県議会 ２月定例会は、県有地をめぐ る

総額６，６００ 万円の調査業 務委託や約２ 億円の弁護士 費

用が議論の中 心となり、７１ 年ぶりに予算 修正や再議が 行

われた。長崎知 事は４月、富士 急行との訴訟 に絡む弁護士

費用１億４，３ ００ 万円を専 決処分。県議会 は６月定例会

で賛成多数で 専決処分を承 認した。  
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 一方で、多額 の弁護士費用 の支出が問題 として住民訴 訟

が起こされて いる。  

 

（１）弁護士 報酬 ６，６０ ０ 万円（調査 業務委託）  

 県 は ２ ０ ２ １ 年 １ 月 に 住 民 訴 訟 で 代 理 人 を 務 め る 足 立

格弁護士（ 東 京 弁護 士会所属 ）と、歴代知事 の 過失などを

調べる総額６，６００ 万円の 調査業務委託 を結んだ。タイ

ムチャージ制（ 時間報酬制）を 初めて採用し 、弁護士４人

トータルで時 給 １６万円の 見積書を基に 即日契約。人件 費

など総務管理 費から流用す る形で支出さ れており、議会 に

諮ることがな かっただけで なく、県議会の 特別委員会で 弁

護 士 契 約 に 関 す る 質 問 が あ っ た 際 も 契 約 の 事 実 自 体 を 認

めなかった。  

 契約内容が 判明したのは、議会が要求し た関連資料が 出

てきた後で、契 約自体を隠し ていたとも取 れる執行部の 対

応に、議会から は批判の声が 上がった。２月 定例会での総

務委員会では、説明責任を果 たすよう求め る付帯決議を 全

会一致で可決。一般感覚では 高額に映る弁 護士報酬を め ぐ

る議論のきっ かけとなった 。  

 県は当時、 足立弁護士と ４ 種類の契約 を結んでいた 。  

①  顧問弁護士料   毎月２２ 万円  

②  訴訟委任契約   毎月２２ 万円  

③  調査業務委託   総額６， ６００ 万円  

 ④検証委員 会費用  日額 ９，８００ 円 （開催日数）  

参考：山梨日 日新聞  

 ２０２１年 ２月５日付「論 説；“自作自演 ”誤解招かぬ

ように」  
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（２）弁護士 報酬 １億４， ３００ 万円の 専決処分  

 県 議 会 ２ 月 定 例 会 で 予 算 計 上 さ れ た 約 ２ 億 円 の 弁 護 士

報酬について は、着手金の算 定根拠や債務 負担行為の内 容

が不適切だと して、当初予算 の修正案が可 決された。予算

案は可決後す ぐに、長崎知事 により再議に 付されて、再可

決 に 必 要 な ３ 分 の ２ 以 上 の 賛 成 に 達 せ ず 最 終 的 に 否 決 と

なった。予算修 正案とともに 賛成多数で可 決された弁護 士

選定に関わる 条例案につい ても再議が行 われ、条例案は 廃

案となった。予 算修正案の再 議は １９５０ 年ぶり、条 例案

の再議 は 初 め て で 、 県 政 史 上 な い 再 議 権 の 行 使 で あ っ た 。 

 長崎知事は 議会閉会後、弁 護士の報酬等 に関する指針 を

作成。経済的な 利益が大きい 裁判に関して は、国内で一般

的に用いられ る基準に沿っ て着手金等を 定めるとして、具

体的な金額は 示さなかった 。  

 その後、長崎 知 事は２０２ １ 年４月３０ 日付けで、富士

急行との訴訟 に係る弁護士 費用 １億４，３ ００ 万円を専 決

処分した。理由 については「議 会を招集して 審議する時間

がなかった」 とした。  

参考：山梨日 日新聞  

 ２０２１年 ５月７日付「 論 説；弁護士費用 １．４億円専

決処分」  

 

 これらの着 手金について は、県議会の特 別委員会に出 席

し た 細 田 浩 弁 護 士 （ 以 前 の 山 梨 県 顧 問 弁 護 士 ） は 、「 一 般

の 弁 護 士 の 感 覚 だ と 高 い 」 と 述 べ て い る 。 細 田 弁 護 士 は 、

顧 問 弁 護 士 の 当 時 に 顧 問 料 と 訴 訟 対 応 を 含 め て 月 額 ４ ９

万 ９ 千 円 で 受 任 し て お り 、「 私 は こ う ゆ う 金 で 受 任 は で き
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ない。当時は 公 益弁護士とい う自覚だった 」とも説明した 。 

弁護士費用１ 億 ４，３００ 万 円の専決処分 は、２０２１年

６月定例会で 賛成多数で承 認された。  

 

（３）県の代 理人弁護士と 長崎知事の関 係性  

 県の代理人 弁護士を務め る足立格弁護 士は、県議会の 特

別 委 員 会 に お け る 参 考 人 質 疑 で 長 崎 知 事 と は 大 学 の 同

窓・先輩であり 、顧問弁護士を 受任する以前 より知人関係

にあったこと を認めている 。  

 県関係者に よると、長崎知 事と懇意の関 係にあるＡ氏 が

社長を務める コンサルティ ング会社（本 社・東京）の顧問

弁護士を足立 氏が務めてい た。しかし 、６ ，６００ 万円 の

調 査 業 務 委 託 費 が ２ １ 年 １ 月 に マ ス コ ミ に 取 り 上 げ ら れ

るようになっ た後は、ホーム ページ上から 顧問弁護士の 名

前が削除され た。足立弁護士 は参考人質疑 において、Ａ氏

のことを問わ れ知人関係で あることを認 めている。  

 

（４）評価  

 弁 護 士 費 用 に つ い て は 、 県 民 感 覚 と の 乖 離 が 目 立 っ た 。

必 要 な 予 算 に つ い て は 情 報 公 開 を 徹 底 し て 説 明 を 尽 く し

たうえで執行 されるのが望 ましい形であ り、今回のケー ス

は、予算流用と いう格好で議 会への説明が 後回しになっ て

しまったこと。予算修正され るなど議論の 中心となって い

た 弁 護 士 費 用 を 議 会 に 諮 ら ず に 専 決 処 分 に し て し ま っ た

こと。さらには 、弁護士の選定 に関して不明 瞭な部分があ

ったことなど、県民の不信を 招く要因が重 なったと考え る。 

 山 梨 県 弁 護 士 会 所 属 の 弁 護 士 か ら も 一 連 の 問 題 に つ い
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ては疑問の声 や批判的な意 見も出ている。県有地問題に 端

を発した弁護 士費用問題に つい ては、改善 すべき点が多 く

あったと評価 できる。  

 

３ ． そ の他  

（１）電気事業 会計からの繰 入・法人県民税 超過課税分の

利用  

 長 崎 知 事 は 、 教 育 ・ 福 祉 の た め の 財 源 確 保 方 策 と し て 、

電 気 事 業 会 計 か ら の 繰 入 金 と 法 人 県 民 税 の 超 過 課 税 分 を

積み立てる「 や まなし教育環 境・介護基盤整 備基金」を新

設した。また、県有資産の高 度活用を基金 に積み立てる 考

えも示してい る。  

 電気事業会 計は、電気事業 の中心を占め る水力発電を 効

果 的 に 運 用 す る た め に 、 恒 常 的 な メ ン テ ナ ン ス と 、 将 来 、

老朽化した施 設を補修・建て 直す費用とし て積み立てる 必

要があること か ら、一時的な 財源としかな り得ない。電気

事業会計から の流用を行う ためには、恒常 的なメンテナ ン

ス費用及び施 設補修・建て替 えのビジョン と費用を長期 的

に明確にした 上で、余剰金を 流用するとい う明確な説明 が

必要であるが、これまで その ような説明は なされていな い。 

 また、法人県 民税の超過課 税分について も、超過課税分

は具体的にど の程度が見込 まれ、長期的な シミュレーシ ョ

ンはどのよう な状況にある のか、これにつ いても説明さ れ

ていない。  

 

（２）県有地 の賃料見直し  

 県は、令和 ２ 年１１月、全て の県有地賃料 の見直しを明
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ら か に し 県 有 地 の 賃 料 算 定 基 準 を 開 発 前 の 土 地 価 格 か ら

現況で算出す る方法に変更 し、見直し作業 を進めている が、

９５件の減免 措置の結果、賃 料の増加分は 計約 ８８万円 に

とどまったこ とが報じられ ている。  

 県は、富士急 行に貸し出し ている北富士 県有地の莫大 な

賃料増額によ る財源確保を 見込ん でいる ものの、県と富 士

急 行 と の 間 で 現 在 係 争 中 の 裁 判 が 近 い う ち に 判 決 と な る

見通しであり、もし県が敗訴 することにな れば、長崎知事

の財源確保の 目算は大きく 外れることに なる。  

 

（３）未利用 地の売却  

 令和元年か ら令和 ４年度 の未利用地の 売却金額は、７ 億

９，７１５ 万 ４ ，６９８ 円 で、後藤県政時代 の １億９，７

２８万円の約 ４ 倍となった としている。し かし、当然のこ

とであるが未 利用地の売却 は一過性のも のであり、安定 財

源とすること は困難である。これを 恒久的 な財源と位置 付

けるには、長期 的に売却可能 な未利用地が 存在するか、借

地 と す る か 、 売 却 益 を 運 用 す る 等 の 仕 組 み が 必 要 で あ る 。

こうした長期 的なシミュレ ーションが必 要であるが、具 体

的な説明はな い。  

 売却された 県有地 ６件の 内訳は、民間 ３ 件、自治体 ３件

である。  

 民間に売却 された土地の うち、令和 ２年 ８ 月１９日、一

般競争入札に より、旧免許 セ ンター跡地１ １，８３６ ．５

８㎡が、２億 ５ ，７４４ 万円で Ｍｓ物流に落 札された件に

関しては、当該 土地は、もとも と県が同社に 貸し出してい

た土地であり、一部は県の防 災倉庫として も活用して い た。 
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 さらに県は、２０２１年度 １１月補正で 南アルプス観 光

高付加価値化 調査検討 業務 １，５００ 万 円 （観光資源 課）

を計上し、プ ロ ポーザルで事 業提案した。結 果、オリエン

タルコンサル タンツが １， ４９８ 万２千 円で契約した 。  

 仕 様 書 に よ る と 、（ １ ） 広 河 原 の 観 光 コ ン テ ン ツ 開 発 、

（２）広河原周 辺 (南アルプス 地域 )の観光資 源との連携等

が挙げられて い る。  

 南アルプス は、北アルプ ス と並ぶ北岳、間 ノ岳、農鳥岳 、

千丈岳、鳳凰 三 山、甲斐駒ヶ 岳 等、豊かな名 山 が連なる全

国でもトップ クラスの人気 を誇る地域で ある。  

 南アルプス と北アルプス との登山者数 の格差は、交通 ア

クセスの違い が大きく影響 している。  

 例えば、売却 し た場所をモ ータープール として、同所か

ら 広 河 原 周 辺 、 北 沢 峠 ま で の シ ャ ト ル バ ス を 運 行 す れ ば 、

中部横断道の 静岡、山梨間の 開通効果も含 め、観光活性化

に 繋 げ る こ と も 一 つ の 方 法 と し て 考 え ら れ た の で は な い

か。  

 県有資産の 高度活用とし て、未利用地売 却が有効な手 段

とはとうてい 言い難い。  

 

（４）ふるさ と納税  

 ふるさと納 税については、令和 ３年度の 寄付額が令和 ２

年度の寄付額 の約 ５倍の約 ８ 億８，２１３ 万円で過去最 高

としている。  

 ふるさと納 税予算につい ては、令和元年 度 ９１５万４ 千

円、令和 ２ 年度 ４，１７２ 万 円 、令和 ３年 度 ４ 億７，８０

６万４千円、令 和 ４年度当初 ６億２，４３２ 万１千円と増
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加している。  

 令 和 ３ 年 度 の ふ る さ と 納 税 に よ る 実 質 税 収 は ４ 億 ４ ０

７万円となっ ている。  

 長 崎 知 事 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ７ 日 の 記 者 会 見 で 、「 山 梨

県ふるさと納 税推進本部」を 設置したこと を明らかにし た。 

 同記者会見 で記者が、  

 「市町村の返 礼品とその特 産品が例えば 重複しないよ う

にするとか、そ ういったこと を考えるのか あるいは、もう

ふるさと納税 っていう制度 上、それはある 程度競争みた い

に な っ て し ま う 部 分 が あ る の は も う い た し 方 な い っ て い

うふうに考え ているのか」  

 と質問した こと に対し、 知事は、  

 「基本的には 市町村の努力 というものと バッティング し

な い 方 向 で 考 え て い き た い 。 例 え ば 今 県 が 開 発 し て い る

様々な新品種 はバッティン グしないと思 う。オリジナル の

ものを生み出 していきたい 」  

 と説明した 。  

 令和４年６ 月 ８日付「読 売新聞」では 、  

 「県がふるさ と納税の寄付 増加を目指す 方針を打ち出 し

たことに対し、市町村の間で 波紋が広がっ ている。これま

で 返 礼 品 の 拡 充 や Ｐ Ｒ に 奔 走 し て き た 市 町 村 と 競 合 す る

構図となるた めで、市町村か らは『県の方針 は大きな脅威

だ』と不安視 する声が上が っている」  

 として、返 礼品の競合問 題等について 掲載した。  

 同記事によ ると、  

 「自治体が寄 付者に送るこ とができる返 礼品は、原則と

して地場産品 に限られる。一 方、県は県内全 ての市町村の



46 

 

返礼品を扱え るため、総務省 の担当者は、何 でも送れる県

が本気を出せ ば『最強 だ 』、 と語る」  

 と、県の優 位性を説明し ている。  

 また、  

 「県資産活用 課によると、県 が取り扱う返 礼品の品目数

は 、 ２ ０ １ ９ 年 以 前 の １ ０ ０ 件 程 度 か ら 、 現 在 で は 約 １ ，

７００件にま で拡大した 」  

 としている 。  

 さら に 、 ふ る さ と 納 税 に 詳 し い 小 黒 一 正 法 政 大 教 授 は 、 

 「県は市町 村 より上位の自 治体なので、一 定の配慮は必

要と言える。市 町村が育てて きた返礼品を 上から刈り取 っ

てはいけない 」  

 と説明して いる。  

 県は、実際に は、希少価値の ウィスキーや 競合するシャ

イ ン マ ス カ ッ ト を や や 安 価 な 寄 付 額 の 返 礼 品 と す る こ と

など、まさに他 社が苦労して 開発した商品 をそっくり真 似

して他社より 安価で販売す るような行為 であり、まるで 県

が 模 造 品 を 売 る か の よ う な 行 為 で ふ る さ と 納 税 の 拡 大 に

取り組んでい る。  

 また、各市 町村の「良い とこ取 りをし て組み合わせ る」

など、あたかも 知恵を絞った 工夫のように 説明している が、

結局、各市町村 としては、良い とこ取りされ た県の返礼品

に単独で勝て るわけがなく、各市町村にと っては、より悪

質な競合とな り、県による「 優越的地位の 乱用」とすら 言

える。  

 さらに、赤い シャインマス カットを念頭 に、県が開発し

て い る 様 々 な 新 品 種 は バ ッ テ ィ ン グ し な い と 言 っ て い る



47 

 

が、そもそも新 品種は、各市町 村が汎用化し て育成してい

くために開発 しているもの ではないのか、県が行う品種 改

良は、そのた めのものと理 解している。  

 そうである なら、良い品 種 で あればある ほど、実用化 (汎

用 化 )し た 時 点 で 、 競 合 を 招 く の は 当 然 で 、 そ れ は 開 発 し

た県に独り占 めの権利があ るということ か。  

 県 と い う 広 域 自 治 体 の 優 位 性 を 利 用 し て 県 下 の 市 町 村

の上前をはね るという最も 恥ずべき行為 ではないか。こ の

ような方針が 市町村に受け 入れられるわ けがない。  

 結果、令和 ４ 年８月３１日、県と県市長会 との 意見交換

会において、市 長側から県側 の返礼品を見 直すよう求め る

意見が相次い だことで、長崎 知事は、シャイ ンマスカット

など農産物の 返礼品を大幅 に減らす方針 を表明した。こ の

方針転換によ り、当初長崎知 事が期待 して いたほどの効 果

的 な 安 定 財 源 と す る こ と は 困 難 に な っ た も の と 指 摘 し た

い。  

 

４ ． 地 下水 ・ミ ネ ラ ルウ ォー タ ー 税  

（１）ミネラ ルウォーター 業界における 山梨県の地位  

 一般社団法 人「日本ミネラ ルウォーター 協会」の直近の

まとめ（２０ ２ １ 年）では 、都 道府県別で山 梨県のシェア

は ３ ８ ． １ ％ に の ぼ る 。 ２ 位 の 静 岡 県 は 半 分 以 下 の １ ３ ．

６％で、３位 の 鳥取県は ８．９ ％ 、４位の岐 阜 県は ７．７％ 、

５位の熊本県 は ５．３％と なっている。  

 

（２）地下水 、ミネラルウ ォーター税導 入の主な経過  

 〇２０００ 年  
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 山梨県では、平成 １２年か ら、水源 涵養に 係る施策に要

する費用に充 てるための法 定外目的税と して、森林整備 に

要する費用に ついて、受益者 負担の考え方 から、特別の受

益 を 得 て い る ミ ネ ラ ル ウ ォ ー タ ー 業 界 に 負 担 を 求 め る と

する「ミネラル ウォーターに 関する税」の導 入についての

検討を行った 。   

 

 〇２００６ 年  

 横 内 知 事 が 設 置 し た 租 税 法 の 専 門 家 な ど で 構 成 す る 検

討委員会は、ミ ネラルウォ ー ター税につい て、ミネラルウ

ォーター業界 の地下水利用 の受益が、他の 業界よりも特 別

に大きいとは 言えないこと などから、積極 的に評価する こ

とは難しく、慎 重な対応が望 まれるとの検 討結果 報告を 出

した。県で はこ の報告を受け 、導入を断念し た。なお 、そ

の背景には業 界側の猛 反発 があったとさ れる。  

 

〇２０１８年  

 県の導入断 念を受けて、県 議会として、自 主財源が乏し

く、大変厳しい 山梨県の財政 状況に対応し、魅力ある地域

づくりを推進 するため、新た な税源の創設 に向けて提言 す

ることとし、２ ０１８ 年４月 に、ミネラルウ ォーター税導

入 に 関 す る 政 策 提 言 案 作 成 委 員 会 を 設 置 し た 。「 ミ ネ ラ ル

ウ ォ ー タ ー 税 を 導 入 に 関 す る 政 策 提 言 検 討 委 員 会 」（ 委 員

長・皆川巌県議 、古屋雅夫県 議 他の委員１０ 名で構成）を

県議会内に設 置した。検討委 員会は、２０１ ９ 年３月７日

に提言案を決 定した。  
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〇２０１９年  

 検討委員会 がとりまとめ た提 言案は、２ ０１９ 年３月 １

５日の２月定 例会閉会日に おいて、県議会 で「地下水に着

目した法定外 税導入に関す る政策提言」と して可決され た。

同 日 、 県 議 会 議 長 、 検 討 委 員 会 委 員 長 ら に よ り 、「 地 下 水

に着目した法 定外税導入に 関する政策提 言」が知 事に対 し

て行われた。  

 

【「 地 下 水 に 着 目 し た 法 定 外 税 導 入 に 関 す る 政 策 提 言 」 主

な内容】  

・今後、県が魅 力ある地域づ くりを推進し ていくためは 、

新たな税源を 創設し、財政の 安定・強化を図 ることが

必要不可欠  

・県固有の状況 を鑑み、一般財 源として幅広 い事業に活

用できる法定 外普通税を創 設するべき  

・地下水が将来 にわたり守り 継いでいかな ければ ならな

い県民共有財 産であること を踏まえ、県 で は事業活動

により地下水 が多く採取さ れ、利益が生 じ ている状況

にあるため、地 下水の利用に 対しての課税 を検討する

べき  

・一般財源とし て幅広く使用 で きる法定外 普通税の導入

を前提とし、税 収は、地下水の 保全・維持に関連する

事業をはじめ、県民、納税義務 者の理解が得 られる事

業に充てるべ き  

・なお、製品の 洗浄など利用 後に排水とし て河川に戻し

たり、公共利 用 として水道事 業として使用 したりする

分を課税対象 としてどう考 慮するのか、ま た小規 模採
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取 者 へ の 配 慮 か ら 課 税 最 低 限 を 設 定 す る の か な ど に

ついて検討す る必要  

・課税対象として、地下水採取 行為全般、地下 水を原料

とした製品の 生産、県内地 下 水の県外への 移出などが

想定されるの で、課税標準の 把握、実際に徴 税する際

のコストなど 幅広く、専 門的 な見地から検 討し、決定

すべき  

・具体的な税の 制度設計にあ たっては地下 水の利用状況 、

本県の経済の 影響など精査 を行い、県民、納税者の理

解を得られる よう進めるべ きである  

・以上を踏まえ 、法定 外税導入 に向けた検討 を早急に進

められたい  

 

〇２０２２年  

 県議会から 提出された「地 下水に着目し た法定外税導 入

に関する政策 提言」を受け、県は県独自の 財源について 検

討するため、２ ０１９ 年８月 に「山梨県地 方 税制等検討会 」

を設置し、本 格 的な議論を開 始した。その 後 、２０２２年

３月までの間 に ９回の検討 会を開催し、同 年 ６月に「地下

水に着目した 法定外普通税 のあり方につ いての報告書」を

取りまとめた 。   

 

【「 地 下 水 に 着 目 し た 法 定 外 普 通 税 の あ り 方 に つ い て の 報

告書」主な内 容】  

・本検討会に求 められている のは「法定外普 通税のあ り

方」の審議まで であり、法定外 普通税の導入 の是非の

ような政策そ のものについ て論じ るもの ではない  
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・今後、山梨県及び山梨県議 会において、法 定外普通税

の 導 入 に 向 け た 具 体 的 な 制 度 設 計 を 行 う こ と と な っ

た場合には、本 検討会におけ る法定外普通 税のあり方

の議論につい て十分に留意 するとともに、県民・事業

者 に 対 し て 制 度 の 趣 旨 や 内 容 が 十 分 に 理 解 さ れ る よ

う丁寧に説明 していくこと を望む  

 

（３）評価  

 自主財源が 乏しく、大変厳 しい山梨県の 財政状況に鑑 み

ると、県民にと って極めて重 要な県民共有 財産である山 梨

県の地下水か ら受益する者 に対 して、山梨 県が課税する こ

とは自然であ る。  

 一方、長崎知 事は、県有地貸 出問題等で 県 収入の増大に

対し積極的で ある。にもかか わらず、県の検 討会が示した

報 告 書 は 、「 そ の 性 質 上 、 法 定 外 税 の 導 入 の 是 非 と い っ た

政治的な判断 を必要とする 論点について 、検討すること を

目的としない ことは言うま でもない 」とし 、地下水課税に

おいて積極的 な姿勢が見 ら れ ない。  

 地下水課税 の最終的な担 税者は各地の 消費者であり、そ

の多くは、県外 の消費者と見 込まれる。地下 水課税の仕組

みは、長崎知 事 のいう「世界 の 富を山梨に集 める」方向性

に沿うのでは ないか。  

 また、地下 水 課税は、県議 会 が可決した提 言であり、い

わば「県民の 代 表」の示した 方 向性である。い わゆる 専門

家の提言とは 性質が異なる 。  

 も ち ろ ん 県 議 会 の 提 言 に 従 っ て 直 ち に 地 下 水 課 税 を 開

始せよ、という ことは、昨今の 物価上昇が消 費者に与える
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影響等を考え れば困難であ ろう。しかし、新たな税制を 設

けるには慎重 な検討が必要 であり、実施 に は 多くの時間 を

要することか らすれば、制度 化は早急に取 り組むべきで あ

る。  

 長 崎 知 事 自 ら が 示 し た 方 向 性 に も 沿 っ て い る は ず の 県

議会の提言を 消極的に扱う 姿勢は、とても 評価できるも の

ではない。  
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長崎県政  検証１ -⑤  

（富士山登山鉄道）   

 

外 に 打 っ て 出 る 選 挙 公 約 「 富 士 登 山 鉄 道 」 に つ い て は 、

長崎知事就任 後、県議会令和 元年度 ６月補 正予算に富士 山

登山鉄道検討 費 ４，１７５ 万 ９千円を計上 し、同年 ７月２

９日第１回理 事会開催以降 、理事５回、総 会 ２回を開催し 、

令和３年２月 に「富士山登山 鉄道構 想 (案 )」を取りまとめ

られた。  

 同構想取り まとめのプロ セスを見ると、富士山世界文 化

遺産学術委員 会 (委員長・遠 山敦子元文部 科学 大臣 )との 連

携、地元との丁 寧な説明とい う観点から、決 して的確なコ

ン セ ン サ ス を 得 ら れ る 努 力 を 行 っ て こ な か っ た こ と が 窺

える。  

 長崎知事は、知事選 に向け た課題として、山日新聞の立

候補予定者４ 氏徹底インタ ビューの中で、富士登山鉄道 の

整備検討につ いて  

 「最大の目 的 は県、地域へ の プラスの波及 効果だ。この

大 原 則 の 下 で 地 域 と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 取 っ て 理 解 し

てもらいたい。…県庁の役人 による庁内検 討 とはレベル と

次元が違う発 想でやってい る。ここが後藤 県政との違い か

もしれない」  

参考：山梨日 日新聞  

２０１９年１ 月１日付「立 候 補予定者 ４氏 徹底インタビ

ュー」（特 集 /００７ ) 

としているが、長崎知事が「県 庁の役人によ る庁内検討

とはレベルと 次元が違う発 想」と得意げに 語る 本件「富士
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山登山鉄道構 想」は、検討当 初はもとより 、令和 ３年２月

に構想案を策 定して初めて 地元への説明 を試みたが、地 元

へ の 丁 寧 な 説 明 に つ い て の 努 力 が 全 く 認 め ら れ ず 、 結 果 、

１年以上も進 捗が見られな い。地元として は、基本構想の

本質的な部分 を疑問視する 声が 多い。結果 、地元をはじめ

として、県民に 受け入れられ る的確な検討 プロセスには な

っていない。  

 また、令和 ３ 年度予算に計 上した登山鉄 道の基本構想 で

ある「富士山Ｌ ＲＴ（※）事業 化検討委員会」が、これま

で 開 催 さ れ 具 体 化 さ れ た 形 跡 が 全 く 認 め ら れ な い (公 表 さ

れ な い )等 、 中 途 半 端 な 取 り 組 み に 止 ま っ て お り 、 全 く 評

価できる状況 にない。  

 （ ※ ） Ｌ Ｒ Ｔ と は 、 Ｌ i ght Ｒ ail Ｔ ran sit の 略 で 、 低 床 式 車

両 (LR V)の 活 用 や 軌 道 ・ 電 停 の 改 良 に よ る 乗 降 の 容 易 性 、

定 時 性 、 速 達 性 、 快 適 性 な ど の 面 で 優 れ た 特 徴 を 有 す る

軌 道 系 交 通 シ ス テ ム （ 国 土 交 通 省 ）。  

 

１ ． 富 士山 登山 鉄 道 構想 検討 会 理 事会 及び 総 会 開催 状況  

（１）理事会 ・総会開催日 程  

 富士山登山 鉄道構想検討 会理事会は、第 １ 回、令和元年

７月２９日東 京・都道府県会 館、第 ２回 、令 和元年 ９月１

２日東京・アル カディア市ヶ 谷、第 ３回 、令 和元年 １２月

１ ７ 日 東 京 Ｔ Ｐ Ｋ ガ ー デ ン シ テ ィ Ｐ Ｒ Ｅ Ｍ Ｉ Ｕ Ｍ 神 保 町 、

第４回、令和 ２ 年１月 ３０日 東京・参議院議 員会館、第 ５

回、令和 ２年 １ ２ 月２日東京・参議院議員会 館と計 ５回開

催されている 。  

 富士山登山 鉄道構想検討 会総会は、第 １ 回、令 和２年２
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月６日東京・参 議院 議員会館 、第 ２回、令和 ３ 年２月８日

東京・参議院 議員会館と計 ２ 回開催され ている。  

 こ の 第 ２ 回 総 会 に お い て 、「 富 士 山 登 山 鉄 道 構 想 (案 )」

を原案通り決 定した。  

  

（２）度重な るユネスコ （ ※ ）への対応 意見  

 理事会には、松浦晃一 郎第 ８代ユネスコ 事務局長・元駐

仏 大 使 及 び 小 田 全 宏 認 定 Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 富 士 山 世 界 遺 産 国 民

会 議 運 営 委 員 長 も メ ン バ ー に 入 っ て お り 、 各 理 事 会 で は 、

以 下 の よ う に ユ ネ ス コ へ の 綿 密 な 報 告 の 必 要 性 を 指 摘 さ

れている。  

（ ※ ） 国 際 連 合 教 育 科 学 文 化 機 関  

 

（第１回理事 会 ）  

「世界遺産と して の基本的 考え方を踏ま え、富 士山の景

観 を 損 な わ な い よ う 、 基 本 的 展 望 を し っ か り 考 え て 欲 し

い」「文化 庁と 調整し、ユネス コとも連絡を 取って欲しい 」 

（第２回理事 会 ）  

「安全確保の ための技術的 な対応策と、そ れを実施する

こ と で 環 境 維 持 や ユ ネ ス コ の 理 解 が 得 ら れ る か が ハ ー ド

ル」  

（第４回理事 会 ）  

「完全に固ま り、変更できな くなってから 世界遺産セン

ター（ユネスコ の世界遺産委 員会事務局 ）に アプローチす

ることはよく ない。」  

「国内法令と の関係や地元 対応、提出資料 の作成（日本

語、英語 ）など が並行して進 むので、ま ずは 、世界遺産 セ
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ンターに、大体 こういう方向 で 考えている とい う資料を 提

出し、その反 応を見るのが 第一歩」  

「ケーブル カ ーなどと違い、ＬＲＴなら世 界遺産決議に

違反すること にはならない と思うが、場合 によってはイ コ

モス（※ ）に意 見を聞き、世 界 遺産委員会の 新たな決議が

必要と判断さ れる可能性も ある。そうした 段 階、手順への

対応が、ユネ スコの理解を 得るという意 味」  

（ ※ ） 国 際 記 念 物 遺 跡 会 議  

（第５回理事 会 ）  

「 ユ ネ ス コ 世 界 遺 産 セ ン タ ー の 幹 部 に 対 し て 説 明 が 必

要。今年延期さ れた世界遺産 委員会が来年 ６ 月に中国・福

州市で開かれ るので、直接 説明しては 」 等  

 

（３）地元へ の説明・意 見 聴取 に関する 指摘  

 地元への説 明・意見聴取の 実施と理解を 得る必要性に つ

いてもたびた び指摘されて いる。  

（第３回理事 会 ）  

「世界遺産で 大きなプロジ ェクトが具体 化すると、反対

す る 人 が ユ ネ ス コ に 投 書 す る な ど し て 問 題 が 大 き く な る

ことがある。大 半の人が納得 するよう地元 には丁寧に 説 明

する必要があ る 」  

「登山鉄道は 、地元の皆様 から祝福され ることが必要 」 

「地元が納得 して賛成する プロセス、情報 提供が重要で

あり、詳しい 専門家に意見 を聴きながら 進めるべき 」  

（第５回理事 会 ）  

「 地 元 の 反 応 は ？ 」 と の 質 問 に 対 し て 、「 地 元 か ら は 納

得していただ けそ うだとい う手ごたえは あるが、本格的 な
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説明はこれか ら。総会を経て 方向性が定ま った段階で、再

度この事業の 持つ意味など について、しっ かりとコミュ ニ

ケーションを 取りながら、最 終的に了解を 得たい 」と回 答 。 

（第２回総会 ）  

「 構 想 案 に は 地 元 対 策 が 出 て い な い が 、 別 に 考 え る の

か」との質問に 対し「これまで は登山鉄道と いう言葉だけ

で、具体案が な かった。この 構 想を基に、地 元 と正式に相

談していく。五 合目やその上 の関係者の皆 様やふもとの 皆

様に対して、地 域の高付加価 値化の方策や 鉄道の在り方 な

どについてし っかり話をし てい く」と回 答 。  

 

２ ． 富 士山 世界 文 化 遺産 学術 委 員 会と の関 係   

（１）長崎知 事の認識  

 令和元年１ ０ 月２８日、知 事記者会見で 長崎知事は、記

者から、  

 「先日の世 界 遺産の学術委 員会で、遠山 委 員長が、富士

山は山梨県だ けのものでは ないという言 い方で、関係機 関

と相談しなが らやってほし いと。静岡県も 含めてだと思 い

ますけれども、山梨県として は当然相談し ながらやって い

くということ だと思うので すが 」  

 との質問に 対して、  

 「 も と も と 国 家 プ ロ ジ ェ ク ト と い う 位 置 づ け で す の で 、

山 梨 県 の た め だ け の 富 士 山 登 山 鉄 道 構 想 だ と 思 っ て い ま

せん。山梨だ け のものでもな いし、静岡だけ のものでもな

いし、むしろ世 界遺産だとい うことは、人類 全体のもので

すので、そう い う意味で、相 談 すべきところ とは、しっか

り相談をして いきたいと思 います 」  
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 と説明した 。  

 ま た 、 長 崎 県 知 事 は 、「 富 士 山 登 山 鉄 道 構 想 」 策 定 よ り

１年前の令和 ２ 年２月７日 の知事記者会 見において、記 者

から、  

 「富士山世界 文化遺産学術 委員会として、登山鉄道につ

い て 議 論 す る と い う こ と に つ い て ご 感 想 を お ね が い し ま

す」  

 との問いか けに対して、  

 「今朝 、各紙 報道を読ませ ていただ きま したが、例え ば

学 術 委 員 会 の 遠 山 委 員 長 は 登 山 鉄 道 へ の 国 際 的 な 反 対 が

出てからでは 遅く、良い面と 悪い面をまと め、解決策を検

討すべきだと いうことでし た。前向きとま ではいかない ま

でも、学術委員 会として適切 なアドバイス を考えましょ う

ということだ と理解をして いるところで すので、まずど う

いう問題意識 が我々にはあ るのか、その解 決策としてど の

ようなことを 検討してきた のか、なぜスバ ルラインをＬ Ｒ

Ｔ、路面 電車 を 通す案がいい のか、それによ ってどういう

プラスの面が あって、或いは 課題は何かと いうことを、検

討会で行った のと同じよう な密 度で、しっ かりご説明を し

て意見交換を し ていきたい と思います。ち ょっと言葉が 激

しかったよう なところもあ るのかも知れ ませんが、中身 や

お っ し ゃ っ た 言 葉 の 背 景 か ら う か が え る 問 題 意 識 を 見 る

と、必ずしも我 々と乖離して いるものでは なくて、むしろ

同 じ よ う な 問 題 意 識 を 持 っ て い る な と い う こ と が 分 か り

ましたので、丁 寧にじっくり と対応してい きたいと思い ま

す」  

 と説明した 。さらに記者 から、  
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 「これまで知 事が地元の人 たちと議論を しながら、最終

的 に 建 設 す る の か ど う か の 決 断 を 結 び 付 け て い き た い と

おっしゃって きましたが、地 元という中に は、学術委員会

は含めたいと い う意向なの でしょいうか。それとも地元 の

北 麓 の 地 域 の 人 た ち と 話 を し て い く と い う こ と で し ょ う

か」  

 と質問され たことに対し 知事は、  

 「基本は北 麓 、それから県 、という形で対 話を広げてい

って、骨組みだ けですので、こ のようなこと に気を付けな

ければならな いとかこの よ うにするべき だとか、そのよ う

な ご 意 見 に し っ か り と 盛 り 込 ん で 肉 付 け を し て い く 作 業

というのが最 初だと思いま す。そのうえで 随時、まずその

小委員会、或い は学術委員会 に対しまして は、コミュニケ

ーションをと りながら、その 肉付けしてい ったも のを、随

時お話をして いきた いと思 い ます。その上 である程度、県

内でイメージ が固まってく れば、正式に、富士山世界文 化

遺産協議会に お諮りをして、議論をして、ア ドバイスをさ

らに頂いてい くという段取 りを現在イメ ージしていま す 」 

 と説明した 。  

 

（２）富士山 世界文化遺産 学術委員会等 の対応  

 富士山世界 文化遺産学術 委員会は、令和 ３ 年２月４日 付

で「富士山登山 鉄道構想」の検 討会に対する 提言をまとめ

た。  

 提言では、構 想の計画段階 から世界遺産 への影響評価 を

始 め る べ き だ と 指 摘 し 、 委 員 会 の 示 し た 枠 組 み に 基 づ き 、

構 想 の 各 段 階 で 山 梨 県 や 事 業 運 営 者 が 影 響 評 価 を 実 施 す
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るよう求めて いる。具体的に は、富士山の持 つ顕著な普遍

的価値を損な うものでない ことが明確で、かつ、富士山の

抱える課題を 解決する可能 性があると承 認された場合、事

業 の 初 期 段 階 で 遺 産 影 響 評 価 を 実 施 す る こ と を 求 め て い

る。  

 また、検討会 への提言送付 後に公表され た「富士山登山

鉄道構想」につ いて、富士山世 界文化遺産学 術委員会の遠

山委員長は、令 和 ３年２月２ ６ 日の委員会 で以 下の様に コ

メントしてい る。  

 「まずスター トについたと いうことであ る。この事業は

富 士 山 が 世 界 遺 産 に な っ て 初 め て の 大 掛 か り な 事 業 で あ

る。従ってき ちん とした形 で進 めていく 必要がある」  

 「今後 、学術 委員会として は本件につい て、山梨県か ら

説明のあった 目的を達成す るためにＬＲ Ｔでいいのか、あ

るいはもっと 他の方法もあ るのかも含め て、本格的に議 論

し、山梨県側の 構想の進め方 と歩調を合わ せながら、学術

委 員 会 と し て の し っ か り し た 取 組 を 続 け て 行 き た い と 思

う 」「 第 １ 回 の 構 想 に つ い て の Ｈ Ｉ Ａ （ ※ ） を 行 わ れ る 山

梨県について は慎重に案 件 を進めていた だきたい 」  

（ ※ ） 健 康 影 響 評 価  

 さらに、委 員 会の対応や「 富 士山登山鉄道 構想」の進捗

が 報 告 さ れ た 令 和 ４ 年 ３ 月 ２ ９ 日 の 富 士 山 世 界 文 化 遺 産

協 議 会 で も 「「 富 士 山 登 山 鉄 道 構 想 」 に 関 し て は 、 引 き 続

き地元への説 明や意見聴取 を行っていた だきたい 」との 意

見 が 示 さ れ 、「 ま ず は 評 価 の 前 提 と な る 現 状 や 課 題 な ど を

整理する必要 があるとの意 見が示された ことから、当面 そ

れらの作業を 地元対話と並 行して進める 」こととされて い
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る。  

 この「富士 山 登山鉄道構想 」は、富士山世 界 文化遺産協

議 会 や 富 士 山 世 界 文 化 遺 産 学 術 委 員 会 の 重 大 な 関 心 事 項

となっており、まだスタート 段階であり、慎 重に進めるべ

きものと扱わ れている 。  

 

３ ． 地 元へ の説 明 ・ 意見 聴取 が 不 十分  

 こ の 問 題 に 対 す る 地 元 へ の 説 明 ・ 意 見 聴 取 に つ い て は 、

上記のとおり、富士山登山鉄 道構想検討会 理事会及び総 会

において、そ の重要性が繰 り返し指摘さ れている。  

 この点につ いて、令和 ２年 １２月２日開 催された第 ５ 回

理事会におい て、出席委員か ら地元とのコ ミュニケーシ ョ

ンについて「 地元の反応は 」と問われ、 長崎知事 は、  

 「地元からは 納得していた だけそうだと いう手ごたえ は

あるが、本格的 な説明はこれ から。総会を経 て方向性が 定

まった段階で、再度この事業 の持つ意味な どについて、し

っかりとコミ ュニケーショ ンを取りなが ら、最終的に了 解

を得たい」  

 と説明して い る。  

 「富士山登山 鉄道構 想」が公 表された翌日 である令和 ３

年２月９日付「 山梨日日新聞 」によると、富 士 北麓首長の

反応として  

 渡辺喜久男 富士河口湖町 長   

 「１万円とい う料金で、果た して年間 ３０ ０ 万人が利用

するのだろう か」との疑問 を投げかけた 。  

 小林優鳴沢 村長  

 「利用客が減 るかもしれな い。静岡県側に 観光客が流れ
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る可能性があ り、料金設定を 精査する必要 があるのでは な

いか」と話し た 。  

 堀内茂富士 吉田市長  

 県が想定し た整備費につ いて「このほか に落石など自 然

災害に対処す る周辺整備の コストも必要 になる」と、費 用

が増大する可 能性を指摘。富 士 山の環境保 全にはマイカ ー

規制の強化な どの対策を進 めるべきだと して、富士山登 山

鉄道構想自体 に否定的な考 えを示した。  

 「富士山を守 り続けてきた 地元住民の理 解なく、構想を

具体化するこ とは好ましく ない」と 釘を 刺 した。  

 地元３市町 村長 (小林村長 が代表 して ) 

 「（ 登 山 鉄 道 が ） 実 現 可 能 か ど う か の 話 を し て い る 段 階

だと考えてい る」として住民 への十分な説 明を求めて い る。 

 等とする記 事を掲載した 。  

 また、令和 ３ 年５月２１日、地元富士五湖 観光連盟の堀

内会長は、同 連盟の総会で  

 「方向性は 誤って いる」  

 として、そ の理由 につい て、  

・排ガスを出さ ない電気バス の技術革新が 進みＬＲＴに

優位性がない  

 ・スバルラ インは雪崩な どの災害リス クが増してい る  

 ・想定されて いる運賃が高 額で限られた 人しか利用で き

ない  

 な ど を 挙 げ 、「 構 想 は 私 た ち が 目 指 す 『 多 く の 方 々 に 広

く愛していた だく富士山観 光』に逆行して いる。かえって

富士五 湖 観 光 全 体 に 悪 影 響 を 及 ぼ す 」 と 明 確 に 指 摘 し た 。 

 こ の よ う な 地 元 の 反 応 は 、 こ れ ま で 長 崎 知 事 が 、「 富 士
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山登山鉄道構 想」について 、地元に対して 一切説明・意見

聴取をしてこ なかったとい う証左である。再 三地元への 説

明 の 重 要 性 を 指 摘 し た 富 士 山 登 山 鉄 道 構 想 検 討 会 等 に お

ける委員から の質問に対し て「地元からは 納得していた だ

けそうだとい う手ごたえは ある」とした長 崎知事の返答 に

は、いかなる 根 拠があったの か。もし 、単な る長崎知事自

身の個人的な 感想が根拠で あるならば、検 討会等 の指摘 に

真摯な回答を したとはとて も言えず、長崎 知事のいい加 減

な対応は許さ れず、責任は 極めて重い。  

 なお、県 は 、令和 ３年４月 以降、県民の 要 請に応じる形

で１０～１５ 人規模の個別 説明会を複数 回開催し、５月 ２

６ 日 に 富 士 吉 田 市 内 で 公 開 討 論 会 を 開 催 す る 予 定 で い た

が、同討論会は １年以上もた って現在まで 開催されてお ら

ず、地元との 協議は平行線 が続いている 。  

 

４  富 士山 ＬＲ Ｔ 事 業化 検討 委 員 会も 停滞  

 県は、令和３ 年度当初予算 に富士山登山 鉄道検討費 ２ ２

８ 万 円 を 計 上 し 、「 富 士 山 登 山 鉄 道 構 想 」 の 具 体 化 に 向 け

て、官民の役割 分担や事業の スキーム等を 検討し、予算の

事業内容とし て検討委員会 の開催を 掲げ ていたが、同年 度

２月補正予算 で、同額の減 額 補正を行った 。この結果、令

和３年度は、同 事業について、全く取り組ま なかったこと

が明らかとな った。  

 コロナの感 染 状況の中で も、公約の推進 とい う意味で は 、

リモートによ る検討会等方 法はいくらで もあるが、上記 の

地元対策と同 様、その熱意 は全く感じら れない。  

 令和４年度 当初予算にも 同様の予算が 計上されたが、同
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検討委員会が 開催されたと いう事実は確 認できない。  

 

５  ス バル ライ ン に おけ るス ラ ッ シュ 雪崩 の 発 生  

 富士山有料 道路において、令和３年３月 ２２日、道路管

理者の調査に よ り、富士山５ 合目ロータリ ーから約 １キ ロ

下 っ た 石 楠 花 橋 の 橋 げ た が 橋 台 か ら ３ ０ セ ン チ 程 度 ず れ 、

道 路 面 よ り も ５ セ ン チ ほ ど 浮 き 上 が っ た 被 害 が 確 認 さ れ

た。このほか橋 桁に 幅１～２ ミリ程度の亀 裂が複数 個所 確

認された。さら に４～５合目 で道路４か所 が土砂で埋ま り、

御庭同 門 、 青 草 洞 門 、 苔 桃 橋 に も 被 害 が 確 認 さ れ て い る 。 

 これについ て山梨県は、３ 月２１日午前 ５ 時～午後８ 時

に３２４ミリ の降雨を観測 している。雨で 積雪が解けて ス

ラッシュ雪崩 が発生したと みている。  

（山梨日日新 聞 令和３年４ 月８日付）  

 山梨県は、ゴ ールデンウィ ーク前の 開通 を目指しう回 路

を整備すると して、結果、４ 月２７日に石 楠花橋を迂回 す

る仮設道路を 設置完了し、４ 月２８日午前 ６ 時から開通 す

ることとなっ た。  

 令 和 ２ 年 １ ２ 月 に 示 さ れ た 県 土 整 備 部 の 調 査 に よ る と 、

ス バ ル ラ イ ン で は ４ ～ ５ 合 目 の １ ４ か 所 で 雪 崩 の 到 達 が

予測されると し、うち ５か所 は洞門や橋な どで対策済み と

しており、今回 被害が発生し たしたのも予 測されたエリ ア

だった。対策済 みとされた石 楠花橋でも今 回大きな被害 が

発生したよう に、雪代の威力 により、対策も 必ずしも万全

でないことが 示されること となった。  

（山梨日日新 聞 令和３年４ 月２１日付・ 論説 ) 

 堀 内 富 士 吉 田 市 長 が 、 山 日 新 聞 の 取 材 に 対 し 、「 想 定 し
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た整備費につ いて『このほか に落石など自 然災害に対処 す

る周辺整備の コストも必要 になる』と、費 用が増大する 可

能性を指摘し た 」と報じら れている。  

（山梨日日新 聞 令和３年２ 月９日付）  

 スバルライ ンにおいて、正 に堀内富士吉 田市長の指摘 を

裏付ける冬季 における自然 災害が発生し たことになる 。  

 仮に、こうし た自然災害を 克服するため の大規模な予 算

措置が可能で あったとして も、大規模防災 工事による環 境

負荷 (破壊 )と景観破壊は、富 士山世界文化 遺産学術委員 会

が令和３年２ 月 ４日付の「富 士山登山鉄道 構想」の検討会

に対する提言 で示した指摘 をクリアーす ることは、極め て

困難であると 考えられる。  

 厳冬期の富 士山 ５合目付 近は、天候も急 激に変化し突 然

の極めて厳し い風雪 の可能 性もあり、この 場合に、乗客の

安 全 対 策 、 救 出 に 万 全 の 対 策 を 講 じ る こ と が で き る の か 、

安全対策の面 でも不安が残 る。  

 

６  参 考  

 な お 、「 富 士 山 登 山 鉄 道 構 想 」 を 含 む 富 士 山 登 山 鉄 道 の

検討について は、村串仁三郎 法政大学名誉 教授により「山

梨 県 の 富 士 山 鉄 道 構 想 に つ い て の 批 判 的 考 察 」（ 法 政 大 学

経済学部学会 出版「経済志 林 」８８巻４号 ）として まとめ

られている。  
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長崎県政  検証１ -⑥  

（人口減対策・男女共同参画社会実現）  

 

 山 梨 県 が 抱 え て い る 深 刻 な 課 題 の 一 つ は 出 生 数 の 減 少

である。１９９ ５ 年に８，８３ ３ 人生まれて い たこどもが

２ ０ ２ ０ 年 に は ５ ， １ ８ ４ 人 に な り 、 ３ ， ６ ４ ９ 人 減 少 。

そ の 出 生 数 減 少 率 を 見 て み る と 全 国 平 均 が ▲ ２ ９ ％ に 対

し、山梨県の出 生数減少率は ▲４１％で全 国 ９位と非常 に

深刻な状況で あることがわ かる。一方、少 子化政策で指 標

とされがちな 合計特殊出生 率は全国平均 が １．３６ に対 し

て山梨県は１．５ の全国１３ 位であり、少子 化対策が進ん

でいるように 思えるがこれ は間違いであ る。以 下にその 理

由を挙げる。  

 

１ ． 女 性の 県外 へ の 転出  

ニッセイ基礎 研究所レポー ト では、以下の ように説明 さ

れている。  

 「出生率は女 性人口の人流 の影 響を受け る。就職期をメ

イ ン に 若 い 独 身 女 性 が エ リ ア 外 へ 転 出 超 過 に あ る 状 況 で

出生率は上が る。中山間地域 など過疎地域 ほど出生率が 高

い傾向にある が、未婚女性が 就職等でエリ アから多く出 て

いくことで、分 母の未婚割合 が圧縮される 影響が大きい と

いうトリック に気づかねば ならない。出生 数の増減は女 性

の転出超過数 と高い相関関 係がある。し か し、現状は「県

内に残ってい る女性かつ既 婚者への支援」政策に固執し て

おり、若い女性 の県外流出に 対する危機感 のなさ、鈍感さ

がある。妊 活・子育て支援等 の既婚 者政策 は、全て「地元
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に残る女性を 対象」とした 政 策である。若年 未婚女性の流

出 に よ る 出 生 数 減 少 の 大 き さ を 軽 視 す る 政 策 の ベ ー ス に

は「エリアの 持 つ古い家族・労 働価値観を頑 なに変えない 」

「地元に残ら ない人は視野 に入れない」社 会風土が感じ ら

れる。統計的に 見 れば若い女 性が去りゆく トレンドのエ リ

アに人口増加 の未来はない 。  

 若 い 女 性 の 県 外 流 出 は 将 来 の 母 親 候 補 を 失 う だ け で な

く 、 地 元 の 男 性 の 未 婚 化 を 加 速 化 さ せ る （ 日 本 の 男 性 は 、

５ ０ 歳 時 点 で の 結 婚 歴 な し 割 合 が ４ 人 に １ 人 に 達 し て い

る）。  

 そ こ で 必 要 な の は 、「 若 い 女 性 が 地 元 に 残 り た い と 思 え

る県政運営」 である。  

 

２ ．女 性の 社 会参 画 を 軽視 する 長 崎 県政 の姿 勢（ ぴゅ あ 富

士 ・ ぴ ゅあ 峡南 集 約 ）  

 

 そもそも、日 本は、世界的に 見ても男女共 同参画社会実

現の取組が遅 れている。例え ば、世界経済フ ォーラムが 公

表した「 The Grobal Gap Report２０２２」（ ２０２２年７

月）では、日本 の総合スコア は １４６ヶ国 中 １１６位と 先

進国の中で最 低レベルであ り、アジア諸 国 でも韓国、中 国 、

ASEAN 諸国より低い結果であ る。  

 その日本の 中において、山 梨 県は残念な がら政治的分 野

での女性活躍 は全国最下 位。学校長や管理 職の女性割合 も

最低レベル。女 性が活躍し に くい県と言っ ても過言では な

く、山梨 県は女 性の社会進出 が遅れている と言われてい る。

女性の社会進 出は、 山梨県 における 喫緊 の課題である 。  
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 このような 状況の中、県 は 突然、ぴゅあ 峡 南、ぴゅあ 富

士を廃止し、 ぴゅあ 総合へ の集約を発表 した。  

 ぴゅあ富士 は平成 ２年、ぴ ゅあ 峡南は平 成 ８年度から そ

れ ぞ れ の 地 域 に お け る 男 女 共 同 参 画 活 動 の 中 核 を 担 っ て

きた施設であ り、施設の集約 と いう県の方 針をうけて、女

性団体から多 くの存続を求 める署名が集 められた。  

 廃 止 と す る 理 由 の 一 つ と し て 県 は 利 用 率 の 低 下 を 挙 げ

ている。しか し 、利用率が低 下 し た原因は、委 託業者の怠

慢との指摘も あり、先ずは委 託業者の業務 改善に向けた 取

り組みが先決 であろう。 い きなりの廃止 は性急である 。  

県 は 男 女 共 同 参 画 セ ン タ ー に 関 す る 意 見 交 換 会 を 実 施 し

たが、集約とい う 方針を変更 しないことを 前提とした「ガ

ス 抜 き 」 の た め の 意 見 交 換 に 過 ぎ な か っ た の で は な い か 。

集約に対する 反対意見 に耳 を傾け、県の政 策に 反映させ よ

うという姿勢 は まったく感 じられない 。  

 県議会も多 くの声を受け、令和 ３年２月 定例会におい て

男 女 共 同 参 画 推 進 セ ン タ ー の 集 約 方 針 の 見 直 し を 求 め る

請願を採択、 可決した。  

 県議会が可 決し た請願を 無視し、廃止集 約を決めた こ と

は二元代表の 一翼を担い、県 民の声を代弁 する議会軽視 と

言わざるを得 ない。  

 長 年 の 積 み 重 ね に よ り 一 歩 ず つ 進 展 し て き た 男 女 共 同

参画を後退さ せることなく、さらに前に推 し進めてい く た

めには、活動 の拠点と専門 人材の確保が 重要である 。  

 そもそも、過 去に報じられ た 言動が男女 共同参画の理 念

に 沿 わ な い の で は な い か と の 疑 念 を 持 た れ る よ う な 長 崎

知事のこのよ うな方針は、女 性軽視と言わ ざるを得ない 上
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に、山梨県の男 女共同参画の 取り組みが消 極的であると 他

都道府県に強 く印象付けた と評価せざる を得ない 。  

 

３ ． 県 民よ りも 自 己 ＰＲ を優 先 す る長 崎知 事 の 姿勢  

 長崎知事は、性別による社 会格差を徹底 解消する「男女

共同参画先進 県」実現に向 け て「取り組み 断 行宣言」を表

明した。しかし その内容は、男 女共同参画推 進セ ンターの

廃 止 及 び 統 合 を 正 当 化 す る た め の 言 い 訳 に 終 始 し て い る 。

そして、宣言の 中で「無駄は改 めるが男女共 同参画推進予

算は削減しな い。必要に応じ て予算の積み 増しを行う 」と

大変消極的な 予算しか表明 していない。  

 男女共同参 画全国最低レ ベルの山梨県 を「先進県」に 引

き上げると「 取 り組み断行宣 言」をしてお き ながら、予算

を増やさない と 言っている 姿勢は、パフォ ーマンスに過 ぎ

ないと言える 。  

 パフォーマ ンスと言えば、長崎知事は議 会にもかけず に

突然、山梨県庁 内に託児所を 設置した。この 運営費は男女

共同参画推進 センターの運 営費に近 いが、こうした思い つ

きの予算執行 を許してはい けない。さらに 言えば、山梨県

が 発 行 し て い る 広 報 紙 の 表 紙 や 記 事 に 多 く の 知 事 の 写 真

が 使 わ れ て い る こ と は 県 民 よ り も 自 分 を Ｐ Ｒ し た い 長 崎

知事のパフォ ーマンスの代 表的なものだ と言える。  

 また、山梨県 の男女共同参 画推進事業の 一つに「ジ ェン

ダー平等ワー キング事業」が 開催されたが、複 数の参加者

から「毎回充実 した内容で大 変勉強になっ たが、まとめに

入る頃、みんな の意見を県の 考えに誘導す るような姿勢 が

見られて非常 に腹立たしく 残念だった 」と の声が届いて い
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る。参加者とく に若い女性の 声を積 極的に 活用する姿勢 が

欠 け て い る の は 長 崎 県 政 の 反 省 す る べ き 点 だ と 強 く 指 摘

する。  

 

４ ． 評 価  

 後藤前知事 の県政では女 性の副知事を 置き、様々な式 典

やミーティン グに女性副知 事が出席 して おり、女性達か ら

高い評価を得 ていた 。一方 、長崎知事は女 性副知事を置 く

などの女性を 大切にする姿 勢を見せない どころか、不倫 や

性風俗に関わ る 報道が報じ られ 、女性蔑視 などのマイナ ス

イメージを県 民に 与えてい る 。  

 パフォーマ ンスではなく、本気で男女共 同参画推進に 取

り組み、若い女 性達が県外流 出しない県に しなければ山 梨

県の出生数は 今後も減り続 け、さらなる人 口減をも たら し、

持続可能な地 域づくりは望 めなくなる。  
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長崎県政  検証１ -⑦  

（県委託事業の契約）  

 

１  随 意契 約が 多 数 実施 され て い る問 題  

 県 に お け る 発 注 業 務 に つ い て は 、 総 務 省 資 料 に よ れ ば

「地方公共団 体が発注を行 う場合には、不 特定多数の参 加

者を募る調達 方法である『一 般競争入札 』が 原則とされて

います。一方、この原則を貫 くと調達の準 備に多くの作 業

や時間が必要 となり、結果と して当初の目 的が達成でき な

く な る な ど の 弊 害 が 生 じ る こ と が あ り 得 ま す 。 こ の た め 、

『指名競争入 札 』や『 随意契 約 』による調 達 が例外 的な取

り扱いとして 認められてい ます 」とされ、随意契約を結 ぶ

場合は、例外 的な場合に限 られる として います 。  

 

(1)プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 に よ る 場 合 を 含 む 随 意 契 約 の 的 確 な

運用が必要  

 県が実施す る事業につい て、農産物関連 プロモーショ ン

事業、観光関 連 事業、二拠点 関 連事業等に区 分して、随意

契 約 (プ ロ ポ ー ザ ル （ 業 務 の 内 容 が 技 術 的 に 高 度 な も の 又

は 専 門 的 な 技 術 が 要 求 さ れ る も の に つ い て 、 技 術 提 案 書

（プロポーザ ル）の提出を求 め、技術的に最 適な者を特定

す る 手 続 ） を 含 む )の も の を ま と め る と と も に 、 同 一 事 業

所 に 多 数 の 事 業 を 委 託 し て い る も の に つ い て ま と め た と

ころ、随意契約 (プロポーザル を含む )が極め て多い ことが

判明。  

 財 務 規 則 で 規 定 す る 額 を 超 え て 随 意 契 約 を 行 う こ と に

ついては、状況 に応じて必ず しも違法とは 言えないが、同
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一 事 業 所 と 多 数 の 随 意 契 約 を 結 ぶ こ と に な れ ば 定 め ら れ

た 随 意 契 約 の 上 限 を 潜 脱 す る 意 図 を 疑 わ れ る こ と に も な

りかねず、慎 重 な実施が必 要である。  

 ま た 、 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 に つ い て は 、 公 平 性 、 透 明 性 、

客観性を確保 するために、技 術提案書に対 する明確な特 定

基 準 を 作 成 す る こ と や 設 計 者 の 提 案 を 適 切 な 体 制 で 審 査

することが必 要であり、客観 的な第三者が その事業者選 定

に関し重要な 位置を占める ようにしなけ ればならない。恣

意 的 な 選 定 を 排 し て 的 確 な 選 定 を 行 っ て い る こ と を 県 民

に示すために も、県議会が選 定された者の 適格性を検証 で

きるよう、各事 業について、選 定委員を公表 させてその客

観性を説明す べきと考えら れる。  

  

(2)重複する事業内容になっ て いないか  

 当然である が、県が発注す るどの事業も 血税により執 行

されている。県 が発注する事 業は、効率的な ものとされな

ければならな い。  

 県が委託す るプロモーシ ョン事業につ いて見ると、県 の

農産物をはじ め特産品につ いては、重複す るものが多い と

考えられる。プ ロモーション の基礎とすべ きコンテンツ に

ついては、多方 面に活用可能 なも のが多い と判断される た

め、事業の取捨 選択と統合に より経費の抑 制を図るべき と

判断される。  

 また、新型コ ロナウイルス 感染症が世界 的にまん延す る

中で、例えば 、２０２０年７ 月１０日に１ ，６５８ 万３０

０円で株式会 社 ＡＴＯＭと 契約した「戦略 的海外プロモ ー

シ ョ ン 業 務 」、 同 年 ８ 月 ２ ４ 日 に 同 社 と １ ， ９ ８ ０ 万 円 で
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契 約 し た 「 地 域 プ ロ モ ー シ ョ ン 戦 略 策 定 等 支 援 業 務 」、 ２

０ ２ １ 年 ５ 月 １ ０ 日 に 同 社 と ３ ， ５ ８ ６ 万 円 で 契 約 し た

「 戦 略 的 輸 出 拡 大 事 業 」、 同 年 ７ 月 １ ２ 日 に 同 社 と ５ ， ８

３２万２千円 で 契約した「地 域プロモーシ ョン戦略推進 支

援 業 務 」、 ２ ０ ２ ２ 年 ４ 月 １ ８ 日 に 同 社 と ４ ， ４ １ １ 万 円

で 契 約 し た 「 農 産 物 戦 略 的 輸 出 拡 大 事 業 」、 さ ら に は 、 契

約 事 業 者 は 不 明 で あ る も の の 、「 地 域 ブ ラ ン ド 価 値 向 上 業

務」(５，０２ ５ 万１，３ ００ 円 )については 、海外にお い

て 同 種 の 市 場 調 査 や 販 路 開 拓 の 取 り 組 み を 行 う 事 業 と 認

められるが、コ ロナ禍におい て、毎年 、同様 の調査や現地

に行かずして の各種取り組 みが、どの程度 効果を見込め る

ものであるの か、これらの事 業について綿 密な検証が必 要

である。    

 

２  県 の事 業契 約 の 迅速 な公 表  

（１）感染症 対策グループ の契約結果掲 載の遅れ  

 ２０２１年 度 ６月、９月及 び １１月の補 正予算、２０２

２年度当初予 算、同年度 ６月 補正予算には、感染症対策グ

ループの莫大 な予算が計上 されている。  

 県のホーム ページの「県政 情報・統 計」の「入札・契約

結 果 の 公 表 」 の 「 随 意 契 約 結 果 （ 委 託 等 ・ 本 庁 ）」 に は 、

感染症対策企 画グループと して、令和 ４年 度感染症知識 普

及啓発事業委 託契約（１ ，１ ００ 万円）の み が掲載されて

いるだけであ る。一方で 、入 札結果 (委託等・本庁 )欄には 、

感染症対策グ ループの所属 記載さえない 。  

 そもそも、感 染症 対策グル ープが委託し た事業が随意 契

約による委託 契約以外にな いということ か。他の契約が あ
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る場合には、な ぜホームペー ジに掲載され ていないのか 確

認・検証する 必要がある。  

 

（２）事業選 定結果がリア ルタイムに公 表されない  

 例 え ば 「 地 域 ブ ラ ン ド 価 値 向 上 業 務 委 託 」 (５ ， ０ ２ ５

万 １ ， ３ ０ ０ 円 )に つ い て は 、 企 画 提 案 の 際 、 ７ 月 １ ５ 日

に最終審査結 果通知としな がら、９月５日 現在県のホー ム

ペ ー ジ に は 選 定 事 業 者 が 公 表 さ れ て い な い 。 さ ら に 、「 や

ま な し 二 拠 点 居 住 推 進 プ ロ モ ー シ ョ ン 事 業 業 務 委 託 」 (６

７ ８ 万 ７ 千 円 )及 び 「 や ま な し 二 拠 点 居 住 オ ウ ン ド メ デ ィ

ア 構 築 等 業 務 」（ １ ， １ ８ ０ 万 円 ） に つ い て も 、 企 画 提 案

の際、それぞれ 、６月１３日と ７月６日に結 果通知として

いながら、９月 ５日現在県の ホームページ には選定事業 者

が公表されて いない。これま でにも、上記と 同様 な状況が

散見されてい る。  

 また、選定結 果が、企画提案 の項目に明確 に表示される

ものと、され ないものがあ る。  

 上記のとお り、特に随意契 約が多数行わ れる実態を踏 ま

え、県議会とし ても予算執行 の状況をリア ルタイムに、か

つ、正確に把 握 する必要があ る。また 、県議 会議員に限ら

ず、県民が誰で も容易に県が 執行する事 業 の契約状況を 正

確に把握でき るシステムと するよう改善 が必要である 。  
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長崎県政  検証２  

（政治姿勢）  

 

 ２ ０ １ ９ 年 １ 月 ２ ７ 日 に 執 行 さ れ た 山 梨 県 知 事 選 挙 は 、

私たちが推薦 して再選を目 指した後藤斎 氏は、自民党が 推

薦 し た 長 崎 幸 太 郎 氏 に 敗 れ 自 民 党 籍 を 持 つ 知 事 が 誕 生 し

た。  

 長崎知事の これまでの政 治姿勢につい て、県民の立場 か

ら検証を進め る。  

 

１ ． 知 事記 者会 見 （ ２０ １９ 年 ２ 月１ ８日 )よ り 抜粋   

 自 民 党 籍 を 残 し た か ら 行 政 が 歪 む と は 全 く 思 っ て い ま

せん。行政を 公 平、中立、公正 にやるのは当 たり前の話で 、

そ こ に 党 勢 拡 大 の 思 惑 で 変 な こ と を す る と い う こ と は あ

りません。今日 ここに至る前 に、県議会の各 会派の皆さん

のところにご 挨拶に伺いま した。当然、自 民党でない県 議

会 議 員 の 先 生 方 に も コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 密 に し ま し ょ

うという話を 差し上げて、ぜ ひそうしまし ょうというお 話

をいただきま し た。私の 県政 運営 において、先ほど申し上

げた山梨を良 くするという ことが、単純で はありますが 大

目標ですので 、アイデアやお 知恵、お考え が あれば、幅広

くいただきた いと思います し、いただく中 で虚心坦懐に 議

論させていた だき、良い意見 であればどん どん取り入れ て

いくというス タンスは持っ ていきたいと 思っています 。  

 

２ ． 知 事記 者会 見 （ ２０ ２２ 年 ８ 月２ ３日 ） よ り抜 粋  

 ぜひ検証を していただき たいと思いま す。私もこれま で
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議 会 に お い て 、 未 来 や ま な し さ ん か ら 、 い た だ い た 提 言 、

質問、あるいは 質問のみなら ず議会での意 見交換の場で ご

指摘いただい た ことは、ほぼ １００％受け 止めて、その実

現に向けて取 り組み、そして 成果を上げて いると。これは

私は断言でき ると思います。検証していた だければ、その

ことも世の中 に明らかにな るでしょうし、また何よりも 議

員 の 先 生 方 が 一 番 そ の こ と は よ く ご 理 解 い た だ い て い る

のではないか なと思ってい ます。  

 私どもは、質 問をいただき、その答弁を考 えるわけ です

け ど も 、 我 々 の や り 方 は い た だ い た 質 問 を も と に 、 実 際 、

事務方が答弁 案というのを 作り、それを議 論しながら行 く

わけですが、基 本的に先生方 の問題意識を もとに、少なく

とも建設的な ものは、ほぼす べ て、それ をい ただき実際の

政 策 変 更 ま で 、 多 々 行 っ て お り ま す 。 こ れ が 大 体 い つ も 、

す べ て の 県 議 会 の 質 問 に 対 し て 同 様 の こ と が 起 こ る わ け

ですけれども 、そういう形で よく「二元代 表 制」というお

話をいただき ますが、私とし ては、県議会の 先生方から質

問という形で いただいたも のについては、最大限の敬意 を

払い、その問題 意識の理解に 努め、取り入れ る ものは最大

限取り入れて おりますし、ま た、その時点で 取り上げられ

なかったもの についても、時 間を置いて環 境が整ったと こ

ろ で ま た 再 チ ャ レ ン ジ を す る と い う こ と を や っ て お り ま

す。  

 これは御社 の新聞 記事に よ りますと、立 憲の代表の方 が、

私 は 一 党 一 派 に 偏 ら な い 県 政 姿 勢 を 就 任 時 に 表 明 し つ つ

も 、 こ こ ま で は 県 政 の 話 で す ね 、 そ の あ と 昨 年 の 衆 院 選

云々っていう のはこれは国 政の話、県政の 話と国政の話 を
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ご っ ち ゃ に し て 議 論 す る と い う の は ち ょ っ と ど う な の か

なと。すごく世 の中に対する ミスリーディ ングになるの で

はないかなと 思います。  

県政に関し ま しては、今申し 上げましたと おり、すべて

の会派の皆さ んの意見を真 正面から受け 止めて、それを 取

り入れて、議 会 との本当に共 同作品なのが 、ある意味、私

の 県 政 の １ つ の 特 色 じ ゃ な い か な と い え る ぐ ら い だ と 思

っております 。  

 国政に関し ては、これはま た県政とは別 の問題であり ま

し て 、 私 が 誰 を 支 援 し よ う と 、 そ れ は 私 も 自 由 で あ っ て 、

これを何かど うか言われる のはいかがな ものか。県政に 偏

りがあるとい うのであれば 話が別だとは 思いますが、そ う

ではなくて県 政は今申し上 げたとおりで す。県政はまさ に

全 て の 会 派 の 皆 さ ん の 素 晴 ら し い 意 見 を 取 り 入 れ て 形 作

ってるわけで あって、それを やっている以 上は、国政で誰

を応援しても、それは私の政 治的な自由で あって、これが

駄目だという のは基本的人 権の侵害だろ うと思います 。  

 

 以上の長崎 知 事の発言を 踏まえ つつ、山 梨県知事とい う

県 民 を 代 表 す る 公 人 の 立 場 で あ る こ と か ら 以 下 の 政 治 姿

勢を指摘する 。  

 

３ ． 各 会派 から の 意 見反 映  

 県 民 か ら 選 ば れ た 県 議 会 議 員 の 意 見 は 県 民 の 意 見 で あ

り、わが党所属 の会派のみな らず幅広く各 会派の意見を 県

政に反映する ことは当然の ことである。  

 各会派の意 見等に真摯に 耳を傾け、一党 一派に偏らな い
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県 政 運 営 や 知 事 の 謙 虚 な 姿 勢 が 県 民 か ら 強 く 求 め ら れ て

いることを改 めて指摘せざ るを得ない。  

 

４ ． 県 政と 国政 の 関 係  

 県政と国政 は、私たち県民 にとっても密 接な関係にあ る 。

この密接な関 係は、政党 によ って 一層緊密 さを増してい る。

国政選挙は国 家レベルの 政 策等を 争点と して判断され、県

民も国民とし て政党及び候 補者を選択す るものである 。  

 今回の参議 院選挙におい ても、わが党の 候補者に多く の

県民のご支持 をいただ いた。その声を県政 と国政 に反映 さ

せることは私 たちの使命で ある 。  

 長崎知事が 言うように、国 政と県政を 切 り離して論ず る

ことは、政党と いう集団が国 政と県政にま たがって存在 す

る以上、容易 ではない。  

 県知事とい う立場にあり ながら、特定の 党の党籍を有 す

ることは、県政 をその党の方 針に従って運 営することを 表

明していると 指摘 されても 仕方がない。そ うなれば、他党

を支持する多 くの 県民は、自 らの意見が 無 視 されるので は

ないかとの危 惧を抱くこと は当然で ある。長崎知 事は、一

党 一 派 に 偏 っ た 知 事 の 姿 勢 を 非 難 す る 多 く の 県 民 の 声 を

率直に受け止 めるべきであ る。  

 

５ ． 国 政選 挙 に お け る知 事の 政 治 姿勢  

 長崎知事は、国政選挙にお いて、自民党候 補者の選対役

員に名を連ね、本年 7 月の参議院議員選挙 では、候補者の

引き回しや選 挙応援、さら には「山梨県 知事長崎幸太 郎」

名による２連 ポスターを街 頭に数多く掲 出に入るなど、結
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果 と し て 特 定 の 党 の 党 勢 拡 大 に 寄 与 す る 行 動 を と っ て い

た。自民党でな ければ県民に あたらずの振 る舞いは、県民

の 代 表 で あ る 知 事 の 政 治 姿 勢 と し て 県 民 の 理 解 は 得 ら れ

ず、私 た ち 県 民 と し て と う て い 容 認 で き る も の で は な い 。 

日 本 国 憲 法 で 保 障 さ れ て い る 国 民 の 権 利 は 十 分 に 理 解 し

つつも、長崎 知 事は公人で あ り、山梨県知事 として一党一

派 に 偏 ら な い 政 治 姿 勢 を 多 く の 県 民 が 求 め て い る こ と を

謙虚に受け止 め、今後は姿 勢を改めるべ きである。  

 

 以上の検証 から、県知事と して県議会会 派の意見を聞 く

と い う 当 然 の 役 割 を あ た か も 自 ら が 属 さ な い 政 党 の 意 見

を 取 り 入 れ て い る か の よ う に 開 き 直 る 長 崎 知 事 の 県 政 運

営の姿勢や、国 政選挙におけ る 特定候補者・特定政党支持

の長崎知事の 行動 はとうて い容認でき る ものではない 。  

 

以上  


